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大丸  固有属性分析による衣服標本カタログ

1.衣 服 カ タ ログ構 成 論

 本書第2,第3部 で提案されるカタログの対象は,国 立民族学博物館衣類特別収蔵

庫に,1989年9月 末現在収納されている標本のうち,日 本以外の衣服である。

 一般に衣服関連標本とみなされているものでも,本 館では衣類収蔵庫以外の場所に

収納されているものがある。それは布島以外の素材でつくられたものや,入 形の衣服

のようにいろいろな材質のボディと組合わさっているもの等である。今回のカタ ログ

の対象を,さ しあたり衣類収蔵庫内の標本に限定 した理由は,実 質的に本館所蔵衣服

のおそらく99%ま では衣類収蔵庫に収納されていて,衣 服標本研究の一般的要請には

この範囲でほぼ応 じうるとかんがえ られること,他 方20万 点ちかい全標本中か ら衣服

関連標本をぬきだす作業には,今 回とはべつの態勢とエネルギーを必要とするため,

である。 したがって正確にいえば本カタログは,民 博衣類収蔵庫所蔵衣服カタログと

いうことである。

 一方,衣 類収蔵庫には衣服以外の繊維製品も収納されている。スペースの中で衣服

とおなじくらいの比率を占めているのは敷物(じ ゅうたん類)で ある。 もちろんこれ

も今回の対象に入 っていない。

 この第1部 では,標 本衣服のカタロギングの前提となるべきいくつかの間題につい

て,検 討を試みる。

 なおこの検討は,す でに発表された 「衣服標本属性論」(1984)1)に おける所説を補

足,修 正するものである。

1-1.衣 服 の 概i念

 衣 服 と は な にか,と い う設 問に た い して は,そ れ ほ ど明 快 な答 え が あ るわ け で は な

い。 衣 服 の 概 念 に つ い て の論 議 を す る こと が,か な らず しも本 稿 の 目的 で は な い が,

今 回の カタ ロ グで は地 域 的 に は 日本 を 除外 した ほか,ジ ャ ンル と して はア クセ サ リー,

布 類 を省 いた か ら,そ の こと に関 連 す る範 囲 まで の 定 義 は,こ こで して お く必要 が あ

る と思 う。

 衣 服 の 基 本 的機 能 は,か らだに つ け て,か らだを 覆 い つ つ む ことで あ ろ う。 そ の,

か らだ へ の つ けか た や つ け る部 分,つ つ み かた,と い った 条件 に よ って,下 位 区 分 で

1)以 下,旧 稿 と しているのは,こ の論文である。各項 目が対応 しているので,い ちいちの頁数

は省略する。
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ある服種が生じることになる。

 衣服の定義に関連する議論でも足もとをす くわれるのは,名 称の適切不適切に関す

る問題である。たとえば仮りに上記のように衣服を規定 した場合,日 常的用法として

は,か ぶりもの,は きものなどまでを衣服のうちにふ くめるのは不自然ではないか,

という疑いが生じる。

 これにたいして教育界の一部には,か らだにつけ,つ つむものの総称を被服という

用語であ らわそうとする意見があり,こ れに従 っている事典類も存在する。けれども

被服が総称であり,衣 服がその部分であるとすることも,そ の逆に してみることも,

とくに根拠のある主張ではない。さらに,か らだにつけ,覆 いつつむ機能といえば,

はきもの,か ぶりものだ けでな く,化 粧のた ぐいもこれに含まれねばならない。被服

であっても衣服であって も衣裳であっても,そ のなかに化粧,療 痕のた ぐいまでを含

めるのは,そ れらのことばをここであらためて専門用語 として規定 し直さないかぎり,

どうしても無理があるといわざるをえない。

 そこで本稿では,か らだにつけ,こ れを包む機能をもつもの全体を,身 装(具),

あるいは広義の装身具とし,そ れにふ くまれるものとの概念構造を,下 記のように き

めることにする。'

一一 醐 撫 筆
_

 こ こに 示 した概 念 関係 のな か で は,衣 服 と は,か らだ に つ け,覆 いつ つ む機 能 を も

つ人 工 物 の う ち,か らだ をっ つ む とい う 目的が,そ れ だ け で み た さ れて い る もの を さ

す。 これ に た い して,か らだに つ け る もので あ って も,覆 い つ つ む 範 囲 が ご く小 さか

った り,そ うい う機 能 が ほ とん ど欠 落 して い る も の が,狭 義 の 装 身 具,す な わ ち ア ク

セ サ リーで あ る。 ア ク セ サ リー は いわ ば,不 十 分 衣 服 と い う こ とに なろ うか。

 と ころ で,つ つ む範 囲 の大 きさ と い う限 定 に な れ ば,そ の大 き さ の基 準 が 問題 で あ

る。 しか し基 本 的 に は,覆 い つ つ む量 を あ ま り具 体 的 に あ らわす と い う方 法 は,適 当

で は ない 。 そ の理 由 は,そ れ を か らだに つ けて い れ ば,衣 服 を着 て い ると 社会 的 に容

認 され る ボ ーダ ー の基 準,と い うもの が,通 文 化 的 に な りた つ と は 考え に くい た めで

あ り,し か もそ の ボー ダ ーが,単 に 量 的 な限 定 で は ない た めで あ る。

 覆 いつ つ む とい う機 能 に つ いて は,私 は これ を ふ た つ の 目的 に わ けて 考 え る こ とを

提 案 した い。 その ひ とつ はか らだを 全 体 的 に,あ る い は一 般 的 に 包 むこ とで あ り,第

二 は と くに恥 部 を つ つ み,あ る い は覆 う こ とであ る。
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 つつみ覆う行為は,そ れによってからだを守るということが,理 解されやすいさし

あたっての目的であろう。その場合,ひ とのか らだはその各部分が関連 しあって,全

体として機能するものであるか ら,あ る特定の箇所だけをかぎって覆ってみても,か
                     至

らだを保護するという観点からいえば,一 般的にはあまり意味がないことになる。

 その一方で,ひ とのからだにはとくにそのところを覆って守 ることに,重 要な理由

のある部分があり,そ れは文化によって一様ではない。ただ しそれらの中でも,多 く

の文化に共通する傾向のあるのは,恥 部であろう。 もし恥部ということばを極端に限

定的にとれば,男 女ともごくわずかな部分で しかないが,恥 部を守り,隠 し,覆 おう

とする意志と心情は,下 半身の相当ひろい領域にまで拡大される場合が多い。具体的

にいえば,性 器そのものにねざした,そ のひととそれを見るひととの心情は,し ばし

ば拡大されて胴体の くびれや爪先までをも,恥 部としてしまうのである。このように

ある程度拡大された意味での恥部を覆 うことを,衣 服のもつつつむという機能の第二

の,重 要な目的とみたい。

 したがって,覆 いつつむ範囲がごく小さかったり,そ の機能がほとんど欠落 してい

るもの一 という定義は,単 純な量的判断を前提 としたものではありえない。つぎに,

衣服とアクセサ リーとを区別 しようとする理由についての,二 次的ではあるが,見 落

とすことのできないもうひとつの観点をとりあげたい。それは多 くの場合アクセサリ

ーは,そ の製作技術 と使用材料とが,衣 服とは全 くべつの系統に属することである。

 この理由はアクセサリーの機能に関する観点ではな く,も のとしての属性にもとつ

く,全 く便宜的な観点であるにすぎない。とはいうものの,身 装はあくまでももの一

物質一としての,決 定的な制約からのがれることはできないのであるか ら,そ れがデ

ザインアイディアとして創作者のイメージの中にめばえてから,材 料があつめ られ,

製作,加 工され,流 通を経て,消 費者によって使用,管 理されるすべてのプロセスで,

物理的属性は正しく認識され,重 んじられるべきなのである。

 衣服は多 くの場合,各 種の繊維を原材料とし,こ れに衣服化のための加工をほどこ

す。繊維以外の材料をもちいた衣服もあるが,そ の比率はごく小さい。

 一方アクセサ リーとされるもののうちにも,全 体が繊維製品であるもの,あ るいは

部分的に繊維をもちいているものはす くなくないが,し かしそうしたものの多 く一た

とえばかぶりものやはきもの,ま た袋ものといったジャンルーは,一 般に加工の技術

が,そ れぞれ特定の構造的イメージを前提 とするため,衣 服とは別系統のものであり,

衣服研究者の関心は比較的薄いといえるだろう。

 もちろんこのことは絶対的ではなく,材 料にせよ加工技術にせよ比率の問題にすぎ
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な いか ら,大 き さの条 件 と と もに,ど ち らと もつ か な い 標 本 もあ るわ け だが,そ う し

た 中間 的 な もの があ るに して も,そ の こと は衣 服 とア クセ サ リー とを,保 存,研 究 の

た め の,ふ た つ の便 宜 的 な ジ ャ ンル と して と りあ え ず分 割 す る こ と 自体 に,さ しつ か

え る ほ どの要 件 で は ない。

 わ れ われ が衣 服 カタ ログ を つ くる 目的 の 第一 は,多 数 の 研究 者 の,研 究 対 象 と な る

で あ ろ う標 本 属 性 の提 示 で あ る。 か つ 博物 館標 本 の 場 合,提 示 され る属 性 が 物 質 的 要

件 一材 料 や 技術 に 関係 す る範 囲 一を 中心 と す る こ とは 当 然 な ので あ る。

 身 装(具)の 区分 肢 と して,衣 服 と ア ク セ サ リー とを わ け たの は,以 上 の よ うな理

由か らで あ って,ア ク セサ リー を対 象 とす るカ タ ログ に つ いて は,つ ぎの機 会 に譲 る

こ と と した の であ る。

 な お ア クセ サ リーの 機 能 を衣 服 か ら区 別 して,"身 体 を 飾 る 目 的"[江 坂 ・渡 辺

1988:1,3]と す る こ とが 日常 的 な理 解 と お もわれ るが,し か し"飾 る"と は ど うい う

こ とであ ろ うか 。 と りわ け ものそ れ 自 体 の もつ情 報 を,一 義 的 に 尊重 しな け れ ば な ら

な い標 本 カ タ ロ グの場 合,こ の よ うな情 緒 的機 能 を 区 分 の 基 準 と す る こ と は危 険,と

い うよ り不 可 能 な の であ る。

 つ いで な が ら,装 身 具 とい う 日本 語 の表 現 に つ い て一 言 す る。 装 身 具 が衣 服 の 区分

肢 な の で は な く,逆 に 衣服 が装 身 具 の 区 分 肢 な の で あ る,と い うの が 私 の概 念 規 定 で

あ るが,そ の場 合 の 装 身 具 は英 語 のaCCeSSorieSに は該 当 しな い。 aCCeSSOrieSを 日本

語 に 直 訳 して 付 属 品,あ るい は副 装 具 とす れ ば,狭 義 の装 身 具 と して 衣 服 と お な じ レ

ベル の 区分 肢 と な る。 それ に た い して 上部 概念 と して の 装 身 具 な い し身 装(具)は
,

英 ・仏 語 で は お そ ら くtoilct, toiletteと い う,い くぶ ん 古 風 な こと ば か,も し くは

personal adornmentsと い った こ とば が,も ちい られ て い る よ うで あ る。 わ が国 の

場 合 であ る と,容 儀 また は容 粧 とい う表現 が ほぼ 該 当 す る とい って よい が,こ の ふ た

つの こ とば と も,ほ とん ど 死語 とな って い る。

 私 が そ れ らに代 えて 身 装(具)あ る い は装 身 とい う用 語 を 適 当 とす るの は,こ の こ

とば が 身体 の概 念 を ふ くん で い る こと を,好 都合 とみ た た めで もあ る。 くりか え して

い う よ うに衣 服 の機 能 を,か らだ につ けて,か らだを っ つ む もの と した場 合,き わ め

て 重要 な条 件 であ るに もか か わ らず,意 外 に 脱 落 しが ち なの は,か らだ に つ け る と い
                                 ●   ●   ●

う点 で あ る。

「人 間 が 身 体 を 部分 的あ る い は全 体 的 に覆 うた めに 着 用 す る もの」[平 凡 社 1984:

vol・1, P・ll67]("着 用"と い う表現 は定 義 され て い な い)

「身 体 の 主要 部分 を覆 うもの 」[ぎ ょ うせ い 1981:vol.1.1,P.159]
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写真1 サ ッサム地方の祭具衣

 この よ うな説 明 で あ る と,極 端 な

例 を い え ば衣 服 と家 屋 と の区 別 が 明

らか で な い。 た とえ ば犬 小 屋 に い る

犬 に と って,犬 小 屋 は住居 な の か衣

服 な の か とい う疑 問 は一見 非 常 識 の

よ うだ が,い わ ゆ る民 族 服 の 中 のあ

るもの,と くに儀 礼 や祭 りに 用 い る

つ く りもの に は,案 外 その 区 別 の つ

け られ な い もの が あ る もの で あ る。

(写真1)

 か らだに つ け ると い うい いか た も,

あ い ま いで な い とは い え な いが,た

とえばMus6e de Phommeが 提 案 し

た衣 服 の 形態 区分 で も,分 類 の 第 一

の キ ーは,服 をか らだ にhungす る

方 法 で あ る[Mus6e de 1'homme

l981]。

 要 す るに,衣 服 的機 能 を あ らわ す

用語 と して は,個 と して の か らだ の

存在 と,そ の か らだ との む す び つ き

を,す な わ ちpersonalな 性格 で あ

る こと を示 唆 す るよ うな表 現 が の ぞ

ま し く,身 装 とい う こと ば は,そ れ

ほど違 和 感 の な い 日本 語 と して は,

一応その条件をみたすものと考えるのである。

 つぎに,当 カタログから除外 した布型衣服についてのべる。

 単純な未加工の布を除外するのは,布 が衣服として用いられないという理由か らで

はな く,衣 服以外の目的でもちいられる布との区別がつきにくいためである。

 たとえばインドのSaliは,構 造としては単純な未加工の長方型の布であって,わ

れわれがそれを身によそお うものと考えるのは,固 有の物理的属性以外の情報を信 じ

ているためである。 しか し衣類収蔵庫に収納 されている標本中には,サ リーとす こし

も違わない属性をもつ布 も大量にある。そしてその多 くは,使 用法についての情報が

                                     9
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落ちていた り,疑 わしいものである。もしわれわれがサ リーと似 ているか らといって,

それちの布を衣服にふ くめると,風 呂敷もカーテンも敷物も,衣 服に数えあげること

になりかねない。

 私は"単 純な未加工の布"と いう表現をもちいたが,こ の表現については注釈が必

要である。ここでいう未加工とは,衣 服化のための加工がほどこされていない,と い

う意味である。布は,布 として製品化されるまでにも,織 り,染 め,刺 繍などの複雑

な加工がほどこされいていることが多い。しかしそうした加工は,布 端の糸のぬけお

ちるのを防 ぐための仕末と同様,布 自体を観賞する自己目的的な意図とうけとること

も可能である。

 これにたいして衣服化のための加工とは,衣 服の機能である"か らだを包み,か ら

だにつける"た めの具体的処置をほどこすことである。 こうした処置を立体化,も し

くは立体構成とよぶこともあるが,こ のいいかたにはい くぷん異論の余地があろう。

 それは西欧型衣服のように,あ る程度の支持体をかりれば,か ならず しもひとが着

装 しなくても,あ る定型をたもつタイプの衣服もあるが,他 方複雑な裁断縫製はあっ

ても,ひ とがからだにまとうことによってはじめて,立 体のイメージを生むタイプの

衣服 もある。.また貫頭衣のように,ひ ろげれば単に1枚 の平面の布で しかないものも,

首を通す孔を開けるという方法によって,か らだにhungす るための加工は,施 され

ているのである。立体化ない し立体構成といういいかたは,西 欧型の衣服以外には適

当ではない。

 衣服化といういいいかたは具体性がないから,こ れもかな らず しも適切 とはおもわ

ないが,い まは仮 りにこのことばをもちいておく。すでにのべたとおり,衣 服の機能

であるからだにつけて,こ れをつつむための処置を,衣 服化のための加工とするので

あるが,こ の場合も布の自己目的的な加工 とのあいだの境界はかならず しも明白でな

い。越中揮は衣服であるが,六 尺揮の系統はこれを除外する一たとえば[K112揮

ボルネオ]な ど一ということも,問 題はのこるとおもうが,疑 わしきは省 く,と いう

のが,本 カタログの前提なのである。

 1-2.衣 服標 本 カ タ ログ の 目的 と構造

 本衣服標本カタログの目的は,国 立民族学博物館の設置目的に沿って,世 界の諸民

族の衣服に関する調査 ・研究に従事する研究者を対象に,当 館に所蔵する衣服標本に

ついてその諸属性を示 し,研 究の手がかりを提供 しようとするものである。

 ところで衣服標本を収集 し,こ れを保存し,研 究することの目的はより具体的には

10
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なんであろうか。 本館の設置目的の中では,「世界の諸民族に関する資料の収集,保

管及び公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究」(「国立学校設置法施行令」第8

条 国立民族学博物館 昭和59年6月28日 改正 政令第230号)と され,関 連法令中

でも,「 民族に関する資料を収集 し,及 び民族学に関する調査研究を行 う」(「大学共

同利用機関組織運営規則」第28条 平成1年5月29日 改正 文部省令第33号)と あっ

て,当 然のことながらそれ以上具体的な,調 査 ・研究の内容には言及されていない。

 一般に標本資料の収集は,投 機的動機はべつとしても,あ るいは対象への個人的な

愛着の念から,あ るいは収集,所 有すること自体への執着か らと,さ まざまの理由が

あるはずである。それにたい して公的な費用をもって,う えに示 したような設置目的

の基本線に添 って設定される収集 ・保存の目標は,も うすこし高い次元の ものへ絞り

こまれる必要があろう。

 "世界の諸民族に関する"あ るいは"民族学に関する"資料の収集 と保存ということは,

ことばをかえるなら,異 文化理解の手段のひとつとしての,も のの収集と保存という

ことになる。このことは衣服の物的属性の分析と平行して,服 装 と衣習慣の文化論的

探究が,つ ねになされねばならないことをさししめしている。本館が標本資料の収集

にあたって,と りわけ付随情報を重 くみるのはそのためである。

 調査 ・研究の対象としての博物館の衣服標本は,創 作家がデザ インソースとして,

すなわち感覚的価値に関する資料として利用 したり,ま た技術の専門家が,そ の関心

のもとに利用 したりする機会が多いものである。いうまでもなく感覚的価値も技術 も,

文化の問題にほかならない。けれどもそれらの利用のしかたが文化論的服装論と一線

をひく理由は,衣 服の生成 ・展開の状況について,ま た環境的条件との対比のうえで

衣服を観察することについて,こ の方面の利用者の熱意の低さがあるためである。文

化論的服装認識に対応する衣服の収集と保存の構えとは,表 現はやや概念的である魁

つぎのようにいえよう。すなわち,文 化としての衣習慣の全体構造をとらえることを

前提 として,そ のために役だちうるような,ど んな属性情報をもみのがすべきではな

い,と いうことである。 このカタログが分析項目を物的属性に限定 したのは,後 述す

るように現在のわれわれの能力の限界という以外の理由はない。

 ところで衣服の保存 ・管理にあたっての最大の課題のひとつは,保 存されるべき属

性の選択である。単純にかんがえれば,入 手した段階で資料がもっていたすべての属

性が保存の対象であることになるが,入 手時点という,時 間のいわば偶然的な切り口

でみると,属 性のうちのあるものはあまりにも偶然的なものであ ったり,ま たある属

性とある属性とは,一 方を生かせば他の一方は消滅するという,両 立のむずか しい関

                                     11
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係にあった りするものである。

 入手時点の状態をそのまま保持 しようという,現 状固定主義の保存理念は,ほ ん ら

い標本資料 をものとしてのみみての,即 物的実証主義がその前提にあるとおもえる。

しかしそのものの物理的現状が不安定で,し かもその近視眼的意味での属性の現状の,

情報としての価値があきらかでないとすると,頑 固な現状固定主義は事実上不可能で

あったり,無 意味であったりするものである。

他方標本資料には,い わばあるべき状態というものがある。一般的にはその衣服の

美的理念は,そ れが最初つくられ,は じめて着装された時点での諸属性によって,あ

らわされる。美的理念 といわれるような感覚的価値観は,い うまでもな く文化を理解

するにあた っての中心的課題であろう。 しか しその反面,そ の衣服が着古されて,垢

や汗に染み,破 損や変形の生 じた状態は,こ れもまた衣習慣の全体構造をさぐるかけ

がえのない属性情報の集合なのである。

 このようなジレンマの中で標本資料を有効に利用するためには,基 本的にはつぎの

ような方針が必要である。

① 属性のうちのあるもの,と りわけ不安定な情報についての,早 期の分析

② 衣服の文化論的態様,そ のさまざまの視点の理解のうえでの,ま たその理解の

 ための,必 要な属性の詳細な分析

③ 上記②の便宜のため,つ まりさまざまの観点からのすこしでも多 くの研究者の

 調査 ・研究に供 しうるための,属 性検索の能率化

 ③は属性分析の方法自体ではないが,と りわけ公的機関が,異 文化理解のための調

奪 ・研究という,間 口のひろい目的のために所蔵する標本資料を提供する場合,な い

がしろにすることの許されない配慮である。

 上記のよ うな目標のうえでの,ひ とつの試案としてつくられたのが当カタログであ

る。標本カタログが研究者の調査 ・研究のための手がかりであるなら,手 がか りは多

いほうがよい。属性チェックの作業中に 「あまりこまか過ぎるのではないか」という

意見が協力者の中にあったが,問 題はそれよりも,そ の微視的な分析項目が適切であ

ったかどうか,で あるとおもう。

 分析対象 としてえ らんだ属性は,う えの方針の①,② に添うものである。そのうち

②については,現 在の服装研究の動向と,そ のための標本資料の需要の内容を尊重す

る,と いうことが基本的態度である。

12
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 標本資料への研究需要という問題は,私 のように博物館のそのための窓口的立場に

ある人間にも,な かなかつかみにくいものではある。ただし幸いわが国の服装研究の

全体的動向に関しては,わ れわれは客観的なデータに恵まれている。本カタログのた

めには,直 接には1965年 から1982年 までの,わ が国における衣服構造技術関係の研究

主題の分析を根拠とし,対 象属性項目は基本的にはこれにもとついた。このことに関

する詳細な説明は,す でに旧稿で発表ずみであ る。

 そのうえで最近試みた追加的方法は,私 立短期大学協会を通 じて,服 装教育,研 究

の専門家を募 り,そ れに応じていただいた8名 の研究者に1年 間,分 析項目の検討を

委嘱する,と いう手段である。

 もっともこの方法からえられた結果は,今 回のカタログの分析項目には,十 分に生

かされていない。それは属性分析の作業はすでに8年 の歳月にわたっており,分 析項

目の現段階での大幅な変更がむずか しかったためである。

1-2-2.海 外 の博物館 におけ る衣 服標本 カタ ロギ ング の概 況

 今回の標本カタログの対象が日本以外であったため,参 考とするカタロギングの実

情を,わ れわれはさしあたり,海 外の博物館のデータによって調査することとした。

 調査対象としたのは,日 本以外の主要都市の100博 物館であったが,回 答のあった

のは,う ち60施設だった。そのなかで,衣 服がおもな対象である標本カタログを作成

していたのは,わ ずか3館 にすぎない。そのためいくぶん古いものであったが,本 館

所蔵の同種のものとあわせて,合 計7冊 を主な対象に,ま た衣服標本がある程度の比

率でふ くまれていたそれ以外の19冊を参考にして,全 体の傾向を概観する。なお詳細

な分析 は,こ の海外カタログ収集プロジェク トのメンバーによって,近 々のうちに発

表される予定である。

 全体的な傾向のうち,ま ず衣服の概念規定についての,当 カタログの考えかたとの

違いのひとつは,衣 服と,ア クセサ リーおよび布型衣服との区別をたてない点である。

単なる布であっても,身 にまとうとされているものは衣服とする。こうしたいきかた

は,着 用法等についてほとんど問題がない西欧ファッションの場合などの,現 実的方

法ではあるが,民 族学標本の場合,情 報の不十分さという一般的な条件の違いがあっ

て,そ の方法をそのままうけいれることはできない。固有属性とい う,い わば頑なな

実証主義を私がとらざるをえなかったのは,民 族服の場合,対 象とする標本に付随す

る情報を補足すべ き,全 般的な研究情報の不足という現状からの,や むをえない方法

だったのである。

13



国立民族学博物館研究報告別冊 13号

 分析項目としては,固 有属性の うち,色,形 態,素 材,表 面特性および構威技術に

ついては,す べてのカタログがマークし,サ イズに関 しては,半 々位である。参考の

19冊 まで含あると,色 についてもマークから外すカタログが,い くつかあ らわれる。

色とサイズとは,客 観的なマーキング知難 しいことと,利 用性がおそらくはあまり高

くないということが,省 かれる理由であろう。

 非固有属性のうちでは,時 代,地 域はぜんぶのカタログが怠 っていないのにたいし

て,性 別をふ くめた着装者,着 用 目的は7館 が,着 装法は2館 だけが,対 象にしてい

た。

 衣服名については,す べてのカタログにおいて,当 該文化の日常的衣服名をそのま

まべつの文化に属する衣服にももちいている。ただ し今回たまたま参考に したわずか

なカタログが,す べて主たる対象を,自 国の衣服としていたため,こ のようなややル

ースな名称区分も,そ れほど責め る理由にはならないだろう。

 概括 していうなら,手 に入った資料のかぎりでは,衣 服カタロギングの現状は,い

わば市民的常識への妥協にとどまって,方 法の実証性にも,目 的の理念にも,み るべ

きものは乏しかったといわざるをえない。

 主な対象としてえらんだカタログは,下 記の通りである。
      、

Museos de Arte, Barcelona 
   Museo de Indumentaria Coleccion Rocamora 

       Museos de Arte, Barcelona 

Victoria and Albert Museum 
   Guide to the Collection of Costumes 

      Victoria and Albert Museum, London 

London Museum 
   Costume; London Museum Catalogues No. 5 

       London Museum, London 

Jong, Mary C. de

1970

1924

1934

   Ooderkleding en het Modesilhouet van de Vrouw 
      Nederlands Kostuummuseum, Haags 1985 

Measey, Eileen 
   The Warwickshire Museum Costume Cataloguing Project 

     Costume No.  19,  pp140,145 1985 

Historischen Museum der Stadt Wien 
  200 JahreMode in Wien (10 April - 31 Oktober 1976) 

      Historischen Museum der Stadt Wien, Wien 1976 

Bijlokemuseum, Gent 

   Textilia; Kostuums en Accessoires uit eigen bezit

14



大丸  固有属性分析による衣服標本カタログ

              (10 Juli - 31 Augustus 1986) 
 Bijlokemuseum, Gent  1986

 1-3.固 有 属 性

 このカタログは衣服の固有属性を分析対象としている。        塵

 固有属性とは,衣 服を同定するために有効な,も のとしての衣服自体のもつ情報を

さす。

 ところで固有という概念を,こ こではつぎのようにかんがえたい。すなわち固有性

とは,そ れを失 うことによって全体がほかのものに変わってしまうような,存 在の本

質にかかわる部分であって,そ れがあることによって全体を際だたせている特色,と

いうことである。むかしか らずっとそうだった,と いうような,時 間 ・歴史的な内容

は,こ こでは避ける方が賢明だろう。

 ものに付随する属性とはいうものの,純 粋な物性的情報は案外に少ないものであ っ

て,ま たその分析の方法一一観察ρしかたと解釈の幅の中で,も の自体の情報といえ

ども,多 分に相対的であることは免れないのである。

 観察のしかたと解釈の幅とは,具 体的にはつぎのようなことである。

① 属性の物理的性質の不安定さか ら,分 析結果が変わる可能性のあるもの

 一般に問題とされるのは変槌色である。ある種の植物染色は槌色がとくに急速であ

るため,精 密な色の測定を した場合,チ ェックごとにべつの数値が記録されるような

ことが,お こりかねない。また槌色はふつ う衣服全体にわたり一様に進行するわけで

はないので,測 色の箇所の問題がそれに絡んで くる。

 重量の測定は例外的である。 しかし衣服の場合,家 具や什器類とちがって,寸 法の

計測の客観性にいくつかの間題があるため,も っとも単純な同定法のひとつとして,

その可能性がまったくないわけではない。それ自体重い素材である皮革,毛 皮,毛 織

物を多く使用し,居 住地域が寒冷地域にわたっているヨーロッパ圏では,重 い衣服,

軽い衣服の意識は,日 常的にわれわれ日本人よりは強かったはずである。ルネサンス

の文人カルダーノはその自叙伝のなかで,じ ぶんの質素な衣生活について,つ ぎのよ

うに語っている。

  「異なった重さの四枚の服,重 いもの,非 常に重いもの,軽 いもの,非 常に軽い

   もので十分だと私は思う。全部を一度に着 ることはないとすると,十 四通りの

   組合せがで きる。」[カルダーノ 1643:76]
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 標本衣服の重量変化は,一 般的には乾燥と,微 少な繊維の脱落によるものである。

したがってその範囲内での変化への寛容度と,同 定の目的に必要な精密さとの整合が

課題であろう。

 第三に形態の細部的経年変化 である。衣服が博物館に収納され標本 となったのち

は,日 常的な意味での痛み一虫害 ・カビ等が原因の一が,生 じる可能性はす くないは

ずである。これにたいして衣服化加工部分についての,保 存方法の不適切が原因の障

害一 微妙な布の伸び,ね じれ,繊 維の折れ等については,や や見過されがちな傾向

があるようにおもえる。

 衣服は衣服化加工を経て製品となった直後から変形(型 崩れ)が はじまる。とくに

衣服をハンガーなどに掛けてお く方法から生ずる布の変形については,海 外の博物館

もふ くめて,衣 服標本保存法の常識のおとしあなになっている2)。

 ② 事実認識の方法に左右されるもの       ,

 もっとも基本的な問題は分析,評 価の能力,熟 練度についてである。民博衣服標本

のひとつの脚衣[H8350短 ズボン フィリピン]に ついて,脇 縫 目を折目と判断 し

たチェッカーがあった。脚衣の材料とおなじ素材の縫糸を使用 して,地 の目を丹念に

拾って緻密に縫い合わされると,相 当な経験者でも判断を誤ることはありうる。とり

わけ布の素材,組 織に関する判別は,特 殊な専門的熟練のないかぎり,非 破壊的分析

のみならず,と きには分解的分析を試みても,製 品化後の判断には限界のあるものが

ある。

 つぎに,認 識,評 価の枠組に左右される場合である。当カタログの中では,色 マー

ク,サ イズ区分,形 態マークのほか,布 地特性,構 造技術の中の多 くのマーク項目で

も,評 価の便宜のための枠づけを設けている。

 ひとつの考え方として,た とえば数値的事実の記述をするのに,そ れを段階的に枠

づけするのはむだではないか,と いう疑問はありうる。

 当カタログで提案するそれぞれの評価の枠組みは,す べての分類概念がそうである

ように,チ ェックと検索の能率化のためである。その一例として,表 ・裏の概念につ

いて説明したい。

 衣服のどちらが表でどちらが裏かの判断は,案 外むずか しいことがある。常識的に

は縁等の仕末で,布 端,縫 代の折返った側が裏と考えられるはずであるが,最 近のハ

ィファッションでも,そ の例外が多 くなっている。一般には,工 作痕をのこしていな

い・槌色がいちじるしい・誘目的加工がいちじるしい・ボタン・尾錠・・ドル ト通しな

2)ハ ンガー使用による成型衣服の劣化に関する学問的データで,公 表された例を知らない。こ

 こに紹介するわたしの実験は,そ の意味では,貴 重であるかもしれない。[大丸 1988]
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ど着用のための小物がある,な どが衣服の表をきめる根拠である。 しか しこれ らの根

拠のひとつひとつは絶対的ではなく,す べてが綜合されたとしてもしょせん蓋然性の

問題でしかない。

 にもかかわらず私が当カタログに,表 ・裏の概念を採りいれたのは,割 合に多い裏

地の研究者が,全 体からみれば僅かな比率にすぎない裏加工(裏 地加工 もふ くめて)

をもっ標本を,全 衣類標本中から容易に検索で きるようにとの配慮である。

 以下,概 念枠の中でもとくに問題のある,"標 準性"と"装 飾性"に ついて,言 及する。

    標準性

 マーキングの中にいくつか,

     標準的←一→特殊 ・例外的

の区分を設 けたものがある。

 [例] F-31縫 目に特色がある

    F-74布 目の扱いに特色がある

 この場合 も,研 究者が一般にはめず らしい縫い方や布目の扱いに関心をもって,調

査の対象 とすることが多いためである。か りに特殊などという枠づけはせず,縫 い方

そのものの種類を具体的に示すとなると,数 えかた次第では100種 に近 くなるバリェ

ーションのマークは,チ ェッカーにとっては不可能に近い負担となるであろう。

 すべての項目を通 じて,標 準という枠概念の条件は,も っとも普遍的,支 配的な方

法,形 式 ということである。そしてその枠づけが現在の標本資料利用者一研究者にと

って,納 得されるものでなければならないとすると,現 在のところはそれが可能なも

のについては,普 遍的な学校カ リキュラムの基準に添って設定されることが,妥 当で

あろう。

 標準はしたがって,一 定不変のものではない。ある期間を経たの ち,「標準的←一→

特殊 ・例外的」の枠の基準を見直さなければな らないのは,実 用的マーキングの宿命

である。

    装飾性

 装飾性の概念は,主 としてマーキング中の刺繍,縁 かざり,あ るいはアプ リケとい

うような技巧に示される。

 縫いあわせ,あ るいは補強のためのステッチと,刺 繍との区別は困難である。はな

やかな縁かざり,ア プリケも,即 物的なとらえかたをすれば,布 端の仕末,補 綴,重

ね縫いの中に包括することは可能なのである。

 基本的な考えかたとしては,私 は装飾,あ るいは飾るという概念を,本 カタログか

                                    17
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ら一切排除 した。その理由は,そ うした製作者の意図に属する概念は,固 有属性にな

じまないためである。

 それにたい して私は,衣 服製作のプロセスを,各 プロセスごとの目標によって,下

記のように整理する。

 布吊化加工 布自体の保持 ふちかがりなど

 衣服化加工 主構造部分一 全体のかたちを保持するたあに,欠 くことのできな

              い加土

構造外的加工

副構造部分 ①上記の目的のために,補 充的,副 次的な加工

②着装のために必要な加工

布自体の保持にも,衣 服構造の保持にも無関係,も

しくはそうした目的以上に過剰な加工

 布寓化加工,衣 服化加工を工作,構 造外的加工を工芸とよぷこともで きる。後者は

布にとっても衣服にとっても,そ の自己保全のためには不可欠のものではなく,任 意

的であり,主 な目的はその誘目性(attentiOn ValUe)の 向上にあると考えられる。 そ

して一般に装飾といわれるものは,ほ ぼこの構造外的加工にあたるとみてよい。 もし

標本数が多 くなれば,そ の任意性一 結果 としてのバ リエーションの豊かさも,装 飾

的意図の有無を推断するための,固 有属性に隣接 する条件となりうる。

 刺繍であるか,単 に布地を補強するだけのステッチなのかを判定する基準は,上 記

に尽 きるが,実 際の作業はけっして容易ではない。にもかかわらずこの枠区分を設け

る目的は,ス テ ッチのない衣服はほとんどないのであるか ら,刺 繍の研究者が全部の

標本衣服に目を通さねばならない非能率さを除去するという,実 用的理由以外にはな

いo

③ 本来属性の導入に関して

 本来属性の導入とは,受 入れ標本の現状固定主義にもとつ く属性の現状ではな く,

その衣服の,推 定されたほん らいの状態,も しくはあるべき状態を,評 価基準に くみ

こむ方法である。

 ものとしての衣服自体の現状の記録とともに,あ る程度は現状そのものか ら目をあ

げて,当 初の状態をも推定,記 録 して差支えないのは,第 一に変槌色のような自然的

変化に関してであろう。槌色 して白,ま たは白に近い色相を呈しているが,か すかな

赤味が残っているとか,ま たは縫代など槌色のすすんでいない部分によって,ほ ん ら

いの緋色の確認できる布の場合などは,そ れを頑なに現状の白とだけ記録することは

せず,A-1,4? としておくことによって,赤 系統の染色,染 料の研究者にたいする
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情報提供となる。逆に白布が淡褐色に変色しているとき,そ の現在の色は染料,染 色

研究のためにはあまり役にたたないだろうが,白 い布の変色に関心のある研究者は予

想できるので,A-5,1と するのである。

 問題はこうした自然的変化でな しに,人 為的変化への対処である。その うち資料の

標本化の過程で生 じた属性については,そ れ以前の状態が高い蓋然姓で推定で きるも

のにかぎり,こ れを記録 しない。標本化の過程で生 じた属性とは,梱 包,移 送,一 時

的収納の方法,ま たは事故等による,原 所有者の手をはなれた時点以後の,標 本ほん

らいの情報価値とは直接関係ない属性である。

 着装もまた一種の本来属性である。資料が標本としてわれわれのまえにひろげられ

たとき,着 かたについての情報はないのがふつ うである。衣服はどんな着かたを しよ

うが衣服なのであって,着 かたはその衣服の,も のとしての条件には直結することは

ないという考え方から,固 有属性分析である本カタログには,着 装法を示すマークは

ない。ところが一方形態マーク(C項)に 関しては,な ん らかの着かたを前提に しな

いと,マ ークので きないものがある。たしかに,衣 服はどんな着方を しても衣服には

ちがいないが,そ れが衣服であるという仮定にたっている以上,わ れわれはすでにあ

る種の着かたを,想 定 していることになる。たとえば縦横1メ ー トルの布に小紐のつ

いているものを,わ れわれは単なる布ではな く,包 衣として,肩 衣(ケ ープなど)か

腰衣(ス カー トなど)に マークした。 しか しそれは一応,収 集者の記入 した情報カー

ドの,た とえば 「女性腰巻」という記録を信用 しているか らであ り,固 有属性のもつ

情報のみに徹すれば,そ れはカーテンである可能性もあるし,ま たなにかまった く別

の,わ れわれの想像 もできない用途のものであったのかもしれないのである。

 したがってわれわれは形態マークを与える場合,衣 服化加工のほどこされた目のま

えの標本が,使 用されていた当時にはなんであったのか,ど う使われていたのか,つ

まりどう着装されていたのかという,そ の意味での本来属性についての,付 属情報に

もとず く最低限の推断は行なわざるをえない。作業的には,純 粋にかたちのみで判別

の可能なマークを優先させ るが,推 測される着かたのバラエティを考慮にいれると形

態マークがひとつに決められないという場合には,他 の複数の形態マークも加える,

という方法をとった。

 これとはべつの問題であるが,未 完成の衣服についても,本 来属性の考えかた旭

ある範囲までは前提とされる。 民博標本[H7957 男性用ズボン トルコ]は,242頁

の写真および分析マークの示すように,1着 分の脚衣の右と左が縫いあわされていな

い状態である。幸い本例は完成品とのセットであったが,も しこれが単独であったら,
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西欧の脚衣とは構造パターンがちがうため,判 断にくるしんだ可能性もある。

 さて この標本の場合,現 状主義というたてまえから,2本 の筒を それぞれ円筒衣

C-3と すべきだろうか。 しかしそれは利用者の研究需要への対応として も,あ まりに

も無意味であるように思える。 したがって未完成晶については,衣 服としての基本的

な機能の付与された段階について,形 態マークをあたえるのである。すなわちこの場

合にも,あ るべき状態という意味での本来属性の考え方が適用される。厳密に考える

なら,そ の段階の形態と,製 作者の製作意図のなかの形態イメージとはかならずしも

おなじではあるまい。 しかし本カタログでの完成 という概念は,主 構造,副 構造をふ

くめた衣服化加工の完成という内容であり,そ の構造の種類であるとか,構 造外的部

分であるとかは,製 作者,加 工者,着 用者等が抱いたかもしれないさまざまなデザイ

ン理念をふくめて,問 題外なのである。

 標本中には,お そらく製作予定という意味での衣服名がつけられていて,実 際は一

枚の布,と いう極端な例 もある[H151952 ウィピール グアテマラ]。 こうした場

合は・かりにその注記が正 しいとしても・それはあくまでも製作者の意図にすぎず,、

未加工の布自体がある程度以上限定的に,完 成形態を示 してはいない,と いう理由で,

本カタログの対象から除外 している。

 ところで,衣 服をそのもっともあるべき状態としてみるのであれば,細 部分析的な

属性の集積というカタロギングの構成そのものへの疑問 も,当 然おこるわけである。

全体は部分の集合であるにしても,部 分的情報の寄せ集めが,か ならず しもその標本

の,衣 服としての全体的イメージを表わすとは限 らない。それは固有属性標本カタロ

グとしてさえも非常に不完全なものということになるだろう。私がこのカタログの詳

細分析部分で,原 則としてすべての標本に写真を添付 したもっとも大 きな理由は,そ

うした危険を避けるためである。

 とするとつ ぎの課題は,全 体イメージ情報としての,写 真の撮影法である。ある衣

服の,衣 服としての総括的イメ0ジ をとらえる場合,望 ま しいのはテーブルのうえに

ひろげられた状態でも,収 蔵庫の中でハンガーに吊された状態でもなく,ひ とのから

だに着装された状態で撮影することである,と いう考えかたへの反対意見は,す くな

いであろう。

 詳細分析カタログの写真撮影で私がとった方法は,モ デルに着せる,ボ ディに着せ

る,平 置きするの,主 として3つ の方法であった。

 平置きは一壁面への貼付,あ るいは吊下げての垂直な平置きもふくあて0着 装 した

状態からは離れるが,一 般に細部の提示,と くに平面的なパタ0ン 認識には,適 した
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方法である。写真添付は全体イメージの提供という目的のほかに,色,紋 様,一 部の

細部構造など,視 認的情報の提供という目的もあるので,後 者の必要のおおきい場合

には,こ の方法をえ らんだ。

 ボディ着装とモデル着装は,着 装イメージをつかむという点では望ましい方法であ

る。とはいうものの,不 正確な着装法であるとか,モ デルやボディのもつ偶然的な条

件によって,イ メージが左右される危険はあり,こ の危険性に対 しては,技 術畑のひ

どびとは比較的無頓着な傾向があるものである。

 さて私はうえの文章で,総 括的イメ0ジ ということばを,全 体イメージとは区別し

てもちいた。総括的イメージという表現のなかに,私 は固有属性という概念のなかで

は,お そらくもっとも境界的問題であるところの,衣 服の機能に関するイメージもふ

くめているのである。衣服のもつ機能のうちもっとも重要で直接的なのは,着 装一か

らだにつけ,か らだを覆うこと一であるが,そ の行為はまた衣服のさまざまの文化的

機能と,複 雑な強制関係でむすびついている。本来属性である着装法が,衣 服の形態

分析のための,欠 かせない条件であることはすでにのべたが,だ とすればその周辺の

文化的機能もまた,も のそれ自体とは関係ない事柄だからといって無視 し去ることに

は大きな疑問がある。そのために,も のそれ自体の規制因としての,も のの文化的標

準態様を仮定 し,そ の標準性を,い わば文化的固有属性とみなすことを提案 してみた

い。もしその考えかたがうけいれられるならば,衣 習慣の文化論的論議につねに前提

となるのは,あ る事柄の標準性の根拠についての検討でなければならない。

 具体的にいえば,あ る文化のなかで,着 装法のパターンは比較的安定 していて,つ

まり標準性がとらえやすいものである。そのため着装のパターンは本来属性であると

ともに,文 化的固有属性とみなせる場合がある。さらにこの論旨をおしすすめ,着 装

パターンはもともと衣服の全体としての,ま た部分部分の,目 的,は たらき,す なわ

ち機能のうえになりたっているものなのだから,一 般的には個々の衣服の個々の機能

も,こ れまた固有属性とみなせる可能性を もつ。         0

 それではさらに,着 装の環境はどうであろうか。着装環境は,い うまで もないこと

だが機能と密接 したかたちで,衣 習慣を形成する。中国西南山地の苗族の女性が,日

常の労働のすがたで,ワ イキキ海岸でのボー ドセイ リングをすることは,彼 女の着て

いる衣服の,文 化的標準態様に外れている。それは第一には,彼 女の着ている厚地の

窮屈な木綿の衣服が,機 能として波乗りには適 しない,と いうことである。しかしあ

の黒地の重い,色 と素材の造形理念にたいして,そ れをはぐくんだ亜熱帯山地という

環境が,な んらかの規制的関係をもたなか ったといえるだろうか。
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 われわれがこのカタログのために撮影 したモデル着装は,あ る人びとの目にはわか

りやす く楽 しいかもしれないが,ま たある人びとの目には滑稽で,キ ッチュであるは

ずである。そのキッチュで しかないという認識は,単 に中国西南山地の自然と苗族の

衣服という,固 定的な観念結合の所産にすぎないのだろうか。それはともあれ,総 括

的イメージとしての着装写真は,可 能な限り現地での生活記録からのものであること

が,の ぞま しいのである。

 着るという行為は,単 純な物性的問題ではなく,ひ との精神の諸相,さ まざまの価

値観にもふかくかかわる。ということは,そ の行為の軌跡にほかならない衣服を,固

有属性のみで切りとって整理 しようとしても,そ の枠内では割 り切れない矛盾にゆき

あたるのは当然である。異文化理解の手段としての衣服標本の収集,研 究 という目的

からいうな ら,着 用者,着 用目的を欠いた衣服標本カタログは,衣 服の形骸 の羅列で

しかないとさえいえよう。また実際,衣 服標本の利用者には,婚 礼衣裳や労働着 とい

った,文 化的概念での検索を希望するひとが多いのである。私が今回,衣 服標本を,

固有属性のみの分析項目によってカタロギングせざるをえなかったのは,ひ とつには

標本情報の典拠となる,本 館の情報カー ドへの記入の不十分さ,ま たより根本的には,

非固有属性に関する文化的概念のあいまいさという壁を,現 状ではのり越える手段が

なかった,と いうに過ぎない。

 次章でのべるように,本 館の標本名は,原 則として収集教官の責任によるが,な ん

の統制も加えていないその標本名の中には,し ば しば固有属性以外の根拠にもとずく

標本名のふ くまれていることがある。その例は旧稿で紹介した。今回は,主 たるリス

ト中にも当然これを示 している。

1-4.衣 服 名

 カタログによって標本衣服を検索する場合も,手 がかりとしては衣服名を用いるこ

とが多い。ただしいくつかの地域や民族にわたる標本カタログの場合には,そ れぞれ

の現地衣服名輝普遍性をもたないため,そ のままでは検索の手がかりになりに くい。

したがって現地衣服名のほかに,通 文化的な,普 遍性のある衣服名をたてることが,

この種のカタログでは必要になる。

 衣服名称というものは,衣 服のもつ諸属性のなかでも,形 態の特色に関 してつけら

れることが多いものである。

 その理由は,形 態が色とともに視認性が高いためであろう。商品 として,あ るいは

博物館標本として,衣 服を作業対象にして扱うような場合には,か たちと色の特色に
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もとつ く名称でないと,同 定手段 としての機能がみたされに くい。であるか ら,衣 服

名称とはすなわち形態区分名であるといっても,大 きな閲違いではない し,む しろそ

うであるべきである。

                    i

 さて通文化的衣服名称としては,そ のカタログ作成国の日常的衣服名称が,そ のま

ま転用されることが多いものである。 しか し衣服カタログが単0の 文化圏だけを対象

とする場合であっても,標 本名として日常的衣服名称を利用すると,日 常語のもつ概

念内容のあいまいさが原因の混乱が生じやすい。ま していくつかの異文化間にわたる

衣服タイプに,あ る特定の文化の日常的名称をあてはめようとすることは,基 本的な

無理があるといわなければならない。

 本館の公用情報カードにおける衣服名称には,3つ の系統がある。

 その第一は現地名称であり,そ の衣服が現地のひとびとによばれている呼名が,現

地の文字もしくはローマ綴り,ま たはカタカナに翻字されて,記 載される。当カタロ

グでは漢字をのぞいて,発 音をカタカナにおきかえて記載した。現地名称は貴重な情

報であるが,そ の信愚性となるとつねに100%と いうわけにはいかない。それはなに

も報告者の責任というばかりではな く,衣 服名称を概念枠のどの レベルで記載するか

という,館 としての合意があきらかでないためである。

 われわれがしばしば経験するのは,そ の衣服の現地名称として,単 に衣服を意味す

るだけのことばを報告されるケースである。その身近な例がキモノであろう。実際問

題としてある文化の中では,衣 服をあ らわすことばだけしかなく,そ の下位概念をも

たないことも多いはずである。強いてある衣服とある衣服の区別を要求すると,素 材

や色のちがいであるとか,新 品とポロだとか,ま た着用目的や着るひとに関する修飾

的,限 定的概念がはいりこんでくるだけ,と いうこともある。

 このような理由か ら,も しある標本の現地衣服名を公的に示すなら,そ の名称と,

それに関連する周辺概念との概念構造とを,簡 単にでも示す必要がある。その意味か

ら厳密にいえば,一 般に標本カタログに記載 されている現地標本名は,そ のままでは

使いようのないものが多い。本カタログでも情報カー ド記載のものを,原 則としては

手を加えず転記 しているので,利 用者はその点の注意がのぞましい。

 理想をいえば,通 文化的衣服名とおなじ考え方にたって,そ れぞれの文化のなかで

の,衣 服名称についての論理的な概念構造がつ くられるべきである。後述する服装 シ

ソーラス共同研究会では,衣 服の形態区分としてさしあたり

     通文化区分

     日本 ・歴史区分
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日本 ・民俗区分

西洋 ・歴史区分

現代区分

の5区 分法が提案され,妥 当なものとして承認された。このうち日本 ・歴史区分以下

の4区 分は,シ ソーラス化された現地標本名として,あ るいは現地標本名を注釈する

上部概念として,通 文化区分に併記されることになるのである。

 第二は収集者の命名した標本名である。本館では標本名は原則 として,現 地収集者,

もしくは推薦者である教官の責任である。そ してその実状がどうであったかについて

は,す でに発表したことであるから,繰 りかえさないが,要 点は以下のとおりである。

すなわち,こ れ らの標本名は,現 地衣服名とおなじように,統 制を加えない自然語を

用い,枠 づけの観点がまちまちなために,あ るひとつの観点だけからの理解はえられ

るにして も,全 体の標本を並列的にならべて,比 較同定する基準を全 く欠いているの

である。

 こうした不便さから免れるために,標 本資料係が,も ともと作業用に整備 したのが,

第三の統制標本名である。

1ぼ う し

2頭 布

3肩 か け

4シ ャッ 男 もの

5 ブ ラ ウス 女 もの

6上 衣,

7 上 着  厚地 の もの

8外 套

9ベ ス ト

10ズ ボ ン

11 ス カ ー ト 西 洋 的 で ウエ ス トで

しぼ って い る もの

12腰 布 一 枚 布

13ふ ん ど し

14パ ン ッ

15腰 帯

16ベ ル ト

17靴 下

18 靴

19長 靴

20サ ンダル

 当カタログの対象となるのは一応,4,か ら14,ま での範 囲になる。

 こうした統制区分の利点は,そ のひとつひとつの衣服名の適不適はべつとして,概

念規定さえ適切であれば,作 業上の同定機能は果される,と い うことである。

 衣服名については,ま えに指摘 したように通文化的衣服名称は,カ タログ作成者に

親 しまれた,わ かりやすい日常名が転用されることがふつうであるか ら,こ の場合 も
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その例外ではない。 したがってそういう方法にともなう前述のような欠点も,同 様に

もつことになる。

 さてこうした現状をきりひらくために,私 は衣服の通文化的形態区分の第一案を,

旧稿のなかで提示 した。 その後1988年,'89年 にわたる本館共同研究 「服装の比較文化

論的基礎研究一服装関連 シソーラスの評価」において,服 装 シソーラス全般と関連し

てこの問題が討議 された。共同研究での討議全体については,べ つに発表が予定され

ているが,通 文化的形態区分に関しては,'90年3月,高 橋晴子によって口頭発表さ

れた 「MCDシ ソーラスの現状と,そ のなかでの標本資料の位置づけ」のなかで,ほ

ぼ現段階でのまとめがなされている。本カタログで採用 したのは,そ こで提案された

形態区分である。

AUO  Lかたち,着 かさねかた,覆 う部位などによる種別」

 00  下着;肌 着;フ ァンデーション;イ ンナー;ラ ンジェリー

 001   恥部周辺のみに付加するもの

 002   乳房のみに付加するもの

AUO1   通文化区分(民 族区分)

  011   脚 衣     ・

 012  包 衣(か らだを覆いつつ携 腕の出し入れには無関係)

   .0   肩 衣

   .1   腰 衣

  013   円筒衣(か らだを筒形に覆い,腕 の出し入れする部分がある)

   .0   袖付 き円筒衣

   .1   袖なし円筒衣

  014   展開衣(前 かうしろで,上 から下まで開いている円筒衣)

   .0   袖付き展開衣

   .1   袖なし展開衣

  015   貫頭衣(両 脇が肩か ら開いている)

  016    変形表

 シ ソー ラス と して の あ た ら しい 通 文 化 的形 態衣 服 名 は,こ のAU-01項 で あ るが,

標 本 用 コー ドと して は,後 述 す る よ うにC項 の1か ら6ま で とな る。 またAU-00項

は接膚 布(衣)で あ るが,当 カタ ロ グで は,C-00で あ らわ した 。 この こと に 関 して
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 はこのあとでのべる。

  衣服名称においても議論の対象 となるのは,名 称そのものの適不適 と,そ の名称の

 カバーする概念と周辺概念 との関係である。

  まず名称そのものについていえば,今 回の案では前回の,日 常語 と創作語とのまぜ

 あわせ,と いう不徹底さを彿拭 し,創 作語を用いることによって,日 常語のもつあい

 まいさにひきζまれる危険を避けることができた。

  一方,創 作語ρもつ禾慣れないし奇異感という問題も,専 門用語 としての概念の純

 粋さを保つ意味では,悪 いとばかりは言いきれない。むしろ同音語を避ける目的か ら,

も 包衣をツッミイ,肩 衣をカタイ,腰 衣をコシイとよむことによって,専 門用語として

 の自立性を強調する方向をめざすべきであると,私 は考える。

  形態衣服名称のそれぞれの意味するところについては形態マークの各項目に譲るが,

 ここでは形態衣服名称マ0ク の,基 本となる考えかたについてのべておこう。

  当カタログがすべての衣服に形態衣服名をあたえる理由,い いかえれば形態による

 グループ化の理由は,そ れぞれの形態カテゴ リーに一定の文化論的意味をみいだ して

 いるためであり,か つその文化論的意味によって,利 用者にたいして も検索上の,有

 効なサ0ビ スが提供できると,予 想するたあである。この点についても,す でに旧稿

 で詳細に論 じた。

  さて本稿で区分するC-1～6と は,そ の各グループの衣服が共有する,抽 象的な,

 形態のイメージである。

  定義に具体性が乏しく,厳 密さを欠いているために,甲 にも乙にも含まれうるもの

 は,躊 躇なく甲,乙 ともにマークしておけばよい。

  中間 ・移行型というべ き形態の例,た とえ1ま,[H 67432衣 服 イギ リス]は,貫

 頭衣と円筒衣の折衷的様式を示す。[H145842 股引 台湾]は 脚衣と腰衣の中間的様

 式を示す。後者の場合,巻 かない状態では裾の割れたエプロン状の布にすぎず,包 衣

  (腰衣 C-21)と マークすべきだが,裾 の小紐を足 くびにまわすことによって脚半

 状を呈 し,脚 衣の発生を考察するよい材料となるのであるから,C-21と, C-1の 両

 方にマークするのである。

  原則的な考えかたとしては,あ る衣服にわずかでも甲の要素が含まれているならば,

 それは甲に関連する文化研究のデータとなる可能性をもつはずであり,甲 の特長と乙

 の特長とのどちらが多いか,な どという比較は意味がない。

  形態マークとは,分 類的概念ではなく,形 態に関する,あ る特色がその衣服にふ く

 まれていることを示すキーワー ドである。C項 の1か ら6ま での特色の中にはたがい
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に 排他 的 な 特 色(C-3とC-4)も あ る が,そ の場 合 で もあ る一 部 分 はC-3,べ つ の部

分 はC-4と い う こと もあ り う るの で あ る。

1-4-2.肌 着,お よび性 に関 す る接膚 具

 本カタログでは標本衣服の分析事項は固有属性にかぎられ,し たが って衣服名称に

ついても,形 態マークのみにもとついた名称であ らわされていることは,す でにのべ

た。それにたいして ここでいう肌着と性に関する接膚具とは,身 装の機能,な い し目

的概念によるカテゴリーである。

 肌着,下 着,内 衣,イ ンナー,フ ァンデーション,ラ ンジェリ0,ラ ンファンなど

というように名称のバラエティはあるが,.原則としては衣服を2枚 以上かさねる場合

に,肌 に接 して,つ まりもっとも内側に着る衣服がある。ここでは仮にこの種の衣服

を肌着とよぶこととするが,も し重ね着をせず衣服を1枚 だけしか着ない場合には,

肌に接 して着ていたとしても,そ の衣服をはかならず しも肌着とよばないのが通念で

あろう。

 外衣の肌着化と肌着(ラ ンジェリ0)の 外衣化というスタイルが,ひ とつのファッ

ション トレンドとされた時期があった。 しかしこのどちらの場合の肌着もまた,肌 着

とはいえないか,も しくは肌着というカテゴ リーがほん らいもつニュァンスを欠 くと

いえる。

 肌着の概念のこのような掴みどころのない理由は,こ のカテゴリーが単なる着装方

法についてではなしに,肉 体の隠蔽と関連 した,着 用目的ないし機能についての概念

で もあるはずなのに,そ の点が見過ごされるためではないだろうか。2枚 以上の衣服

を着重ねる場合に,肌 着は他の衣服に覆われふつうでは見えにくい状態におかれ,そ

の一方で肌に直接接 してこれを最終的につPみ か くすということのために,肉 体 との

ある種の心理的同一化をうむ点に重要な特色があるのである。

 性に関する接膚具は肌着の類縁概念であるが,そ の下部概念ではないし,ま して重

なるものではない。肌着はもともと着重ねかたがその基本にあるわけだが,性 に関す

る接膚具は着かたとは関係のない機能あるいは目的の概念なのである。本稿のはじめ

に指摘 したように,た とえからだの小部分ではあ っても,あ る環境条件のなかでは,

恥部を覆 う布等はそれだけで,か らだにつけてこれを覆いつつむという衣服の機能を

みたすことができる。性に関する接膚具とはそのような人工物をさす。

 固有属性を検索項目とする本カタログの基本方針からいうなら,以 上ふたつの,着

用目的に関する概念を顧みる必要はない。 しかしながら肌着も性に関する接膚具も,
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身装の文化的論議においてはとくに重要なテーマであること,ま た既述の"個 々の衣

服の個々の機能も,こ れまた固有属性とみなせる可能性"(21頁)の ひとつの例とし

て,信 愚度のたかい付帯情報を もつ標本にかぎって,検 索のための特別コー ドを設け

た。

1-5.分 析 項 目の検 討一1984年 属性 表 の追 補

 本カタログは,基 本的には 「衣服標本属性論」 (1984)の 構想によっている。 した

がって以下の各分析項目の議論は,旧 稿の内容を改めるか,あ るいは補う必要のある

箇所のみについてである。

A項 色 マ ー ク

 色 を文 字 コー ドで表 現 す る こと は,不 可 能 で は な い が,色 数 が 多 か った り,ア ク セ

サ リー,付 属 的 部分 の 色 まで をマ0ク す る とな る と,べ つ の 方 法 が 必要 で あ る。 当 印

刷 カ タ ロ グで は無 理 だ っ たが,機 械 検 索 の た め に は,1標 本 につ き,5～10数 枚 の カ

ラー写 真 が,用 意 され て いる。 色,文 様,ニ ー ドル ワー クの 細 部 等 に つ い て は,こ う

した 画像 情 報 に ま かせ よ うと い うのが,私 の 基 本 的 な 考 え であ る。

 原 則 と して 現 状 主 義 で マ ー クす る。 お そ ら く槌 色 の結 果,現 状 で は 白 ま た は 白 に ち

か くはあ るが,裏,縫 代,な ど,染 色 当 時 の 色 が 推 断 で きる場 合 は,た とえ ば緋 色 の

槌 色 の場 合iA-1,4? とす る。

 金,銀 と もに 変 色 した 現状 の色 で と るが,ほ ん らい の 色一 金 はA-5,銀 はA-2に,

そ れ ぞれ?を つ け る。

 あ る色 面(白 を ふ くめ る)に,染,織,糸 加 工(needlework)な ど の方 法 で,模 様

を 表 現 した もの を柄 布 と いい,そ うで な い もの を無 地 とす る。

 ま た,ふ たつ 以 上 の無 地布 を 縫 合 わ せ た もの も無 地 に いれ る。

B項 丈 マ0ク

 え り下 の不 明瞭 な衣 服

 旧 稿 で は フ ー ドつ き ク ロー クの 例 を あ げ た が[H 7687 羊 飼 いの マ ン ト フ ランス],

ほか に,え り ぐ りが 前 後 と も深 い 衣 服 も,こ の ケ ース に はい る。 旧稿 で は"え りつ け

の あ た り"と して い るの を,も うす こ し正 確 に,シ ョル ダ ー ポィ ン トを 結 ん だ 後 中 心

を,え り した に代 え る,と す る。
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C項 形態マーク

 形態マークは旧稿 と比較 して,大 幅に変更されたようにみえるが,変 ったのは旧稿

の2.ス カー ト・腰巻形式の区分肢のみで,そ のほかは名称の変更にすぎない。

 (ン2 包衣

 肩衣と腰衣を包括するあたらしい概念である。

 衣服化加工のあまりほどこされていない布をからだにまとう場合,そ の着装法はか

なり自由であり,標 本としても着かたを特定できないことが多い。 単純な円形,3/4

円形,半 円形のケープと,お なじかたちのスカー トとの区別は,か たちだけか らでは

むずかしいものである。包衣 という上部概念を設ける理由はそこにある。

 C-20 肩衣

 肩衣と腰衣のかたちのうえでの区別は,相 対的根拠としては,く びもしくは腰をめ

ぐる円周の大きさで,肩 衣にくらべて腰衣の方が,大 きいのがふつ うであろう。絶対

的には,も しアームホ0ル と推測される左右対称のス リットがあったり,フ ー ドなど,

頭部肩部とむすびつ く構造部分をもっていたりするなら,そ れは肩衣と断定する,か

なり有力な根拠になる。

 包衣は衣服化の点からいえば,単 純な非加工の布との境界があいまいである。ここ

で衣服化加工とは,織 りあがった状態の布とは違う,広 い意味で体形に添うであろう

ようなかたちに,裁 断 してあること一たとえば円形,半 円型に一,も しくは付け紐,

留め具など,着 用のための具体的な配慮がはらわれていること,に なる。

 このような低い段階の衣服化加工の場合であると,衣 服化加工されているものが実

際にはカーテンであったり,逆 になんの加工 もない布が,衣 服として用いられている

可能性はじゅうぶんにある。

 このような衣服化のための加工の,加 工度がすすむほど,一 般には衣服の着かたに

は自由さが失われる。それはべつのみかたをすれば,着 装された衣服の,か たちとし

ての安定度がま した,と いうことである。

 なお,衣 服化加工にあたる内容を,旧 稿では成形衣とよんだ。 しかし成形という表

現が立体的構成 一moulding一 とおなじ意味にとられ,も うすこしすすんだ加工度の

もの,例 えばテーラリング技術による構造であるかのような印象をあたえるおそれが

あるため,本 稿では衣服化 といういいかたに改めたのである。

 特殊事例 1

 [H100410, H100411 未婚女性用ガウン クウェー トユは,方 形の布を二つ折にし

てその一辺を縫合せ,一 部分縫いのこしている。 (図1)
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 この う ち100410は,ふ ろ しきの よ うに 平1

に たた ん であ った が,100411の 方 は,あ た ズ

も着 装 さ れた よ うな 状態 に た た まれ,つ よ し

た た み じわ がつ いて い た。 仮 りに後 者 の 状 糞

が 実 際 に 着装 され た 状 態で あ る とす る と,糸

い 残 され た小 部 分 か ら,フ ー ドの よ うに 顔 そ

だ し,縫 合 の部 分 が 正 中 に きて,つ ま り頭 ズ

らす っぽ りか ぶ る一 種 の ケ ー プ を形 成 す る。

 縫 い 残 され た部 分 は約15Cmほ どな ので

こ こか ら 頭を だ ず こ とは で きな い。 した が ・

て 字 義 に こだわ れ ば これ は肩 衣 で は な いが,

カ テ ゴ ワー と して は こ こに ふ くめ る。

 特 殊 事 例 2

[H4154-3霊 鳥 ジ ュダ ユ イ ン ドネ シア]

図1 民 博H100411未 婚女性用ガ

   ウン クウェー ト

 この 例 は半 円 形 の ケ ー プの 弦 の 辺 に添 って 袖 が つ くられ て い る。(図2)こ の袖 は

半 円形 の 一 部 を裁 ち だ して,折 返 した ので あ る。

 ケ ー プ 系の衣 服 の袖 のつ く例 は稀 に はあ るが,こ の例 は その 中で もめ ず ら し く,見

か た に よ って は袖 衣[H63892-1相 撲 用衣 装 モ ンゴル 人 民 共和 国]の 変 形 と も とれ

る。

 袖 つ き,袖 な しの マ ー クは 円筒 衣 と展 開衣 の みな ので,F-47を いれ る こ とで袖 の

あ る こ と を示 す 。

 C -21腰 衣

 西 欧 の ス カ ー トに代 表 され る衣 服 形態 であ り,そ の基 準 は 旧稿 の とお りで あ る。

 円筒 形 に縫 合 わ され た腰 衣 と 円筒衣 と が,べ つ の カテ ゴ

リー にマ ー ク され て い る のが,た しか に不 便 で はあ る。 し

か し円 筒 形 ス カ ー トと,ラ ップ ス カ ー ト系 ス カ ー トとの 境

界 を は っ きり させ る こと の む ず か しさと較 べ れ ば,ま しで

あ る。 そ の こ と とあ わ せ て,ス カ ー トと ドレス が 同一 の カ

テ ゴ リー であ るの も,不 便 と感 じる検索 者 が す くな くな い

に違 い な い。

 トップ の高 いス カ ー トと円筒 衣 との 区別 は,前 者 に は 腕

の 出 しい れ が ない,と い う一 点 にか か って い る。 その こ と

図2 民博H4ユ54霊 鳥 ジ

   ュダユ

      イ ン ドネ シァ
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の文化論的意義は,第 一に袖 ぐりや袖つけの処理技術の生成に関 してということにな

る・袖つけ部分が確定することか ら,衣 服の上下,ま た,前 後の向きという観念が派

生する。

 極端 に デ コル テ され た ドレス は,こ こで の 区分 で は腰 衣 と な る こ と もあ る。[H7679

服 フ ラ ンス]は 通 念 と して は ドレス と見 られ る だ ろ うが, トップは腋 の下 の 直 下 を

通 って,腕 の 動 き と も太 さ と も無 交 渉 で あ る以 上,こ こで は腰 衣 に マ ー クす る。

 サ ス ペ ンダ ー

 腰 衣 と 円筒 衣 の移 行 型 の う ちで ・ と きと してC-21,C-3の 両方 に マ ー クす る必要 の

あ る の は,サ ス ペ ンダ0つ きの 腰 衣 であ る。

 サ ス ペ ンダ ーが 幅広 くな り・ 乳 房 を覆 うほ ど の分 量 に な れ ば それ は コル サ0ジ ュ と

な る。 サス ペ ンダ ーか コル サ ー ジ ュか は,こ の場 合 もま た,そ こに袖 の つ く可 能 性 が

あ るか ど うか を,判 断基 準 とす べ きであ ろ う。

 C-3 円筒 衣

 円筒 衣 は,か らだの 前 後 左 右 を 切 れめ な く包 み,ネ ックオ ー プ ニ ング と,袖 ま た は

ア ー ム ホ ール を もつ 衣 服,と 定 義 す る。

 C -4 展 開衣

 展開衣と円筒衣との違いは,前 者に トップか ら裾までひらいた部分がある点である。

この開放部は前後のどちらでもよいが,ほ んの一部でも接合 していれば,た とえば裾

10cmだ け縫いあわせてある衣服 も,円 筒衣にマークされる。

 なお接合とは,留 め具で開閉可能のものはふ くめず,縫 合,ま たは接着 したものの

みである。

 C-5 貫頭衣

 貫頭衣については,旧 稿のポンチョ項で詳しく定義され,そ れはほぼ妥当とおもわ

れるので,当 カタログでもこの定義にしたがう。

 旧稿でものべたとおり・形態マーク中でもかたちが単純で,そ のイメージの範囲が

比較的限定されている貫頭衣は,標 準タイプを示す ことが容易で,ま たそれだけにす

こしバリエーションがあると,貫 頭衣らしくないものになりがちである。

 貫頭衣が貫頭衣である基本的条件は,脇 が開放されている,と いう一点であるべ き

だろう。 この形式の特色は,衣 服としての着装安定性(21頁)は 包衣よりはるかにま

さるが,被 覆性には決定的に欠ける点である。からだを覆いつつむという,衣 服の目

的からみるな ら,一 種の不完全衣であり,見 方によれば不自然でさえあるわけである。

一般に相当大きな布量を用いているにもかかわ らず
,不 完全で,不 自然な構造を もつ
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ところに,貫 頭衣の文化論的意義がある,と いってよい。

、ここで文化論的意義とはどういうことかといえば,こ の特色ある衣服を,わ れわれ

はその生活的背景や,形 態発展,伝 播の経路などへの興味なしには,か んがえられな

いということである。

 私は標準タイプということばをもちいたが,そ のことについて触れておきたい。本

稿でいう標準という概念については,前 章にその簡単な規定を示した(17頁)。 この

場合についていえば,そ のスタイルが実際に出現数の点で支配的であること,つ まり

多数性を意味する。またそれに加えて第二に,た とえば標準的な日本人という場合と

おなじように,貫 頭衣を特色づける条件がみたされ,そ の特色が他の形態マークの特

色よりも優位にあることである。

 第二の点についてすこし補 うと,旧 稿中で,「布を前後に吊らし,両 脇を縫わず,

袖をもたない」としたが,そ れについては多 くの円型ケープもまたそうなのではない

か,と いう疑問のでることがある。 しか しケープの場合であると,両 脇のあいている,

という条件が不完全で,か らだをつつむという包衣の特色の方が,優 位だといわざる

をえないだろう。

 特殊事例 1

[H67432衣 服 イギ リス]は ・ 柾部分ではないが前で打合わせる乎モノ風の短衣で,

ただし両脇は全 く開放されている。こうした場合は展開衣,貫 頭衣の両方でマークす

るのが原則である。

 ところがこの標本例では,後 身頃の裾に20cmほ どのつけ紐がある。 おそらくそ

の紐をまえにまわし,前 身頃の上から縛って正面で結んで着装 したものであ ろう。ほ

かに前後身頃の裾 ともに小紐をもつ例 もある。

 一般にポンチョであるのかどうかの判断において,脇 につけ紐があったり,帯 を上

からしめた りすることについては,意 見がわかれるのである。しかし標本カタログが,

研究者の便宜のためにつ くられるという目的がはっきりしていれば,迷 う必要は全 く

ない。どっちつかずのものは,あ る形態の範囲を考察 しようとする研究者に とっては,

絶対に欠かす ことができないからである。あるマークの要素がすこしで もあれば,そ

れはマークの対象になるという,ま えにのべたキーワー ドの原則がここでも生かされ

る。

 特殊事例 2

[H91057 上衣 メキシコ, H 160720 上衣 メキシコ]

 事例1で は,わ きの紐むすびの例をあげたが,円 筒衣との移行形のなかには,脇 を
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図3 民博H150182 ワ ンピー ス

  セ ネ ガル

ほん の わず か だ け 縫 い塞 ぐ例 も,い くつ か認 め

られた 。

 そ の一 系 統 は,袖 を もち なが ら脇 縫 い の な い,

い わ ば脇 縫 いを 怠 った 円筒 衣 で あ る。袖 ま でつ

い て いて 貫 頭 衣 か,と い う批 判 もあ る と はお も

うが,貫 頭 衣 の条 件 の 一部 が み とめ られ るな ら,

標 準 タ イ プ と は遠 くて も,そ の要 素 もふ くま れ

て い る と い う意 味 で,C-5も マ ー ク して お くと

い う基 本 方 針 は,前 述 の とお りで あ る。

 脇 裾 で だ け 左右 と も10cmて い ど 縫 い あ わ

せ てあ る もの[H153851上 衣 メ キ シ コ]。 脇

で な く,左 右 の 裾 端 で 各15cmて い ど 縫 いあ わ された もの[H161844貫 頭 衣 ナ

イ ジ ェ リア]。 以 上2例 も同 様 で あ る。

 特 殊 事 例 3

 ポ ン チ ョに 中縫 い のあ る場 合 。[H150182ワ ン ピース セ ネガル](図3)

 セ ネガ ルの 例 は縦 の 中縫 いに よ って,フ ィ ッ ト性 をあ たえ,形 態 安定 性 がつ よ くな

って い る。 中 縫 いか ら脇縫 い まで30cm以 上 もあ るた め一 見貫 頭衣 風 で ぽあ る が
,

脇 は全 くふ さ が って い るの で,貫 頭 衣 の 条 件 を 欠 く。 い わば 偽 ポ ンヂ ョであ り,縫 代

が 表 に で てそ の極 端 に大 きい もの,と い う うけ と りかた もで き る。

 特 殊 事 例 4

 [H100402衣 服 ク ウ ェー ト]は,身 頃 の 上半 分 が縦 布 地 の貫 頭 衣 風 構 造 で あ るの

に た い して,ウ エ ス ト部 分 で縫 合 わ され て い る下半 分 は,横 布地 を も ちい両 脇 が 輪 に

な って い る。

 こあ例の場合であると,上 半分が総丈にたいして%て いどの比率であるので,広 幅

と も とれ て,C-3だ けの マ ー クで よ い こ とは 問題 な いが,輪 の部 分 が狭 くな って 脇 裾

に近 づ け ば,事 例2に は い る ことに な る。

D項 布 地 特 性 マ ー ク

 布 地 特 性 は,予 備 属性 表 で は装 飾 マ ー クと い って いた。 装 飾 と い う こ とば が,汗 じ

み,よ ごれ まで を も含 む この項 にふ さわ し くな いた め,改 め たの だが,布 の 素材 はE

項 で べつ にマ ー クす るので,こ の 表 現 が適 切 だ と も思 え な い。 繊 維 と して の原 素 材 の

種 別 は 除 き,紡 織 過程 を ぶ くめ,布 と して のす べ て の要 件 が,こ こで マ ー ク され る。
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今 回 は布 幅 の項 目が ふ え て26項 目 と な った。

 以 下 各項 目につ いて,必 要 と お もわ れ る場合 に は 旧稿 の 内容 を要 約 し,あ わ せ て追

加 的 検 討 を くわえ る。

D-10布 幅

 両耳 の確 認 され た 場 合 の み,布 幅 を 数 カ所 で測 定 し,そ の 平 均値 をKG項 にcmで

記 載 した 。

D-11絵 緯(経)を もち いた 織 物

D-12緋

 色 糸 組 織 も絞 り染 も,マ ー クの 対象 か ら外 した が,そ の 組 合 わせ で あ る餅 を マ ー ク

す るの は,民 族 技 術 と して と くに 関心 を もた れ る こ とが多 い た めで あ る。   O

D-13 うね 織

D-21搦 織

D-22 つ づ れ 関 連 組織

D-23 パ イル 組 織

D-24そ の 他 の 変 化 組 織

 変 化 組 織 とは,こ こで は三 原 組 織 と そ の応 用(級 子,浮 織 な ど)以 外 の もの を さす

が,D-11,21,22,23は 当 然 省 い た。

D -30 ニ ッ ト;ネ ッ ト  1本 の ひ も,糸 に よ る あ み もの

D-34プ レイ テ ィ ング;ス プ ラ ング;ボ ビン レ ースー2本 以上 の ひ も,糸 に よ る

   組 もの

D-35不 織布

D-36 刺繍;キ ル テ ィ ン グ  刺 子,シ ャ ー リング,darningを ふ くむ

 布 地 があ って,こ れ に他 の糸 を もち い て,非 構 造 的 なス テ ッチを ほ ど こす加 工 技 術

が プ 刺繍 であ る。

 ダ ーニ ング,カ ッ トワ ー クは,"他 の糸 を も ち いて"い な い が,布 地 が あ って,そ れ

へ の 工 作 とい う意 味で,こ こに ふ くめ る。

D-37つ め もの;綿 入 れ

 布 が3枚 重 ね に な って い る と きは,表 地 と裏 地 で挾 ま れ て い る もの が1枚 の布 にす

ぎ な くて も,詰 め もの と み る。

D-38 や わ らか い材料 の ア プ リケ  reversed appliqu驍� ふ くむ

 構 造 部 分 に付加 され る,構 造 外 的要 素 を ア プ リケ と す る。 結ん で 着 るた め のつ け紐,

付 け帯 は 副構 造 物 であ るか ら,こ こに は マ ー ク しない 。今 回 のカタ ロ グの対 象 で は な
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い携 和服の本衿も掛衿もともに副構造物の衿である。掛衿は補強的役割は弱いが,

任意性にとぼしいという点で,ア プ リケとは考えにくい。

 通俗的な表現を用いるなら,ア プリケは実用ではなく,装 飾目的のもの,と いうこ

とになるようでもあるが,つ ぎ当て(パ ッチワーク)も 一種のアプ リヶであるか ら,

装飾ということばは,こ こで も不適当である。結局こうした事例が矛盾 しあわないよ

うな結論は,実 用←→装飾という概枠念ではなく,構 造← →構造外という分けかたを

つらぬく方がわかりやすい,と いうことである。そうした場合,補 修というものは,

破損した構造体の保持という点でどんなに役立っているとしても,そ れが製作 された

当初の構造からみれば,構 造外なのである,と いう考えかたをここではとる。

D-39 かたい材料のアプリケー 変 りボタンなど

 基本的な考えかたとしては,ア プ リケは構造外的性格のものとするが,ほ ん らい構

造的目的であっても,そ のあ りかたに構造外的要素が過剰である,と いう場合がある。

ボタン自体は構造的要素だが,そ の目的にとっては不必要な誘目的加工,つ まり過剰

に処理のほどこされたものは,構 造外的であるとする。

 この問題は,ス テッチのどこまでが構造的な必要で,ど こからが飾りかという,チ

ェッカーをつねに悩ます問題とおなじである。ここに至ってわれわれは,標 本カタロ

グ作成の目的という原点に,も う一度たちかえるべきだろう。一般的にいえば,構 造

的部分は機能的合理性の根拠のうえに成形されているので,特 定のある目的のための

構造のしくみ自体に,バ ラエティは乏しい。とすると研究者の関心は,構 造の仕組み

にか,も しくは構造外的要素のもつ任意性一 すなわちバラエティにかの,ど ちらか

になるはずである。 したがってわれわれのチェックの眼目も,あ の標準性とい う秤に

よって,こ のふたつの意味での,個 々の資料的価値の判断をすることにつ きよう。

 作業的には,シ ャツボタン以外を変 りボタンとみなす。中国服等にもちいられる ト

ンボ頭もマークする。

D-40ふ ちかざり  フリンジ,レ ース飾りなど

 布端の構造外的加工をマ0ク する。0般 的なふきは本来,表 地を保護するという副

構造的目的をもつので,こ こには含めない。

D-41 特殊加工糸;太 さの均一でない糸一 つむぎをふ くむ

 ここでいう特殊加工とは製糸段階でのもので,先 染の糸などはふくめない。 しか し

ラメ糸,平 金糸はマークする。強燃糸もここでマークする。

 つむぎとは,と ころどころに不規則な繊維のヨリのある糸をさす。

D -42 コーティング  箔,糊 つけをふ くむ
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 布の表面になにかを塗布 したり,貼 りつけたりする加工である。

D-43よ ごれ;変 槌色;汗 じみなど

 とくに目立つ部分的な,あ るいは全体にわたるいちじるしい汚れ,変 槌色のみをマ

ークする。

D-44 いたみ

 裂け,糸 のほつれ,孔 あき,焼 けこげ,お よびそれを補修 したかがり縫い等々であ

るが,そ れらを総括 して,仮 にいたみという表現をもちいたのである。

 ところで汚れと同様,い たみも意図的なデザインと区別できない場合がある。例に

あげた裂け,糸 のほつれ,孔 あき以下,す べてが装飾的意図か らもおこなわれうる。

とするとこの,痛 みという価値評価的表現は筋違いだし,総 括されている個々の現象

に,ほ かに共通するところがないならば,む しろ具体的現象を列挙すべきである,と

いう意見もあった。 しか しそれでもあえて,痛 み,と いう概念をのこしたのは,上 記

のような現象が,創 作的意図か らあらわれるよりも,生 活痕 としてのこされる比率の

方が,は るかに大きいはずだ,と いう現実的理由のためである。

 この場合も私は,固 有属性の即物性にとらわれすぎるよりも,標 本のもつ文化論的

な資料としての可能性の方を,選 んだことになる。

D-51 しわ   、

 しわとは布面に生じた比較的細かい不規則な凹凸現象さす。しわを意図的につ くる

場合もあるが,織 糸の性質によってうまれる非常に細かい しわ(ち ぢみのしぼなど)

を除けば,そ ういう例は多 くない。 しわが生ずるのは大体以下のような原因による。

     ①縫糸によるつれ,パ ッカリング

     ②水分,熱,薬 品による布(糸)の 部分的な収縮,弛 緩

     ③布に与えられた物理的影響一いわゆる"無理"一のための布面の変形

      一1) 着用や収納の結果一いわゆる生活痕

      一2)紐 通 し,ギ ャザーの結果

 これらはすべてその衣服の製作,使 用,保 存をめぐる文化の痕跡としてマークされ

ねばならない。ただし③一2)に ついては,そ の原因と結果が短絡的にあきらかである

か ら,マ ークの必要はない。

 しわの問題ではとりわけ,し わを嫌う傾向(プ レスされた衣服への愛着)の 有無が

重要である。西欧型衣服のテ0ラ リングテクニックでは,し わはフィットネスのため

の技術の拙劣さの証拠である。19世紀後半の,わ が国の西欧服受容の当時には,そ う

した美的理念の受容には思い及ばず,無 惨にしわだらけのフロックコートが,得 意げ
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な表情の大官によって着装 されている写真が,す くなからず残されている。それを考

えれば,1980年 代のワッシャー加工は,目 立った文化的変容の現象のひとつといえる

だろう。

 また民族的には,し わに感覚的価値をおいたと想像される技巧もみいだせる。、[H'

15145 婚礼服 韓国]

D-52 折目;平 面的プリーッ

 折目とは現代の男子スーツのパンツの正面にあるような,あ るいは和服の肩を流れ

るような,布 を二つ折にすることによって生ずる稜線であって,タ ックや袴の襲のよ

うに折れ重なった状態のものは,ふ くまない。

 しわ同様,折 目にも文化論的意味をみとめることが,こ の項目を設けた理由である。

折目はもともと,整 理方法と関係をもっていることが多い。衣服の収納法,と くにた

たみかたが形式化すれば,そ こから必然的に生 じる折目に,感 覚的価値や,そ れ以上

の意義が付与される場合もある。

 折 目で問題となるのは,上 記のような文化論的根拠のあるものとは違 う,標 本とし

ての現地からの移送,梱 包の結果生 じた,偶 然的な折目との区別である。

 着装時での折目を強調する文化では,熱 アイロンのような,強 いプレス加工の技術

をもって処理することがふつ うであろうが,収 納時のいわば衣服の自重だけによる折

目は,一 般にはそれほど鋭角的な稜線をつ くらない。この項では,偶 然的な原因によ

るもののほか,後 者をもマークの対象としていない。

D-53布 ののび,ち ぢみ

D-55 起 毛

D-56文 様名

 技法にかかわりなく,構 造外的な,誘 目的目的の形象デザインをマークする。KG

項では統制的文様名を示す。それは以下の9種,お よびそれに近いもの,そ の崩れた

ものを,た とえば人物風と表現したものとで,合 計18種類である。

      人 物

      動 物

      植 物

      器 物(建 物,お よび建物をまじえた景観を・ふ くむ)

      自 然(天 象をふくむ)

      抽 象

      文 字
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縞

格 子

E項 素材マーク

F項 構成技術マーク

 構成技術についてのマーク項目の決め方についても,旧 稿でくわ しくのべたつもり

である。 しかしそのなかで,あ るいは現場のチェック作業のなかで,民 族衣服にたい

する私の個人的な想いが幾分か反映する可能性があったとすれば,個 々の衣服成形技

術と,西 欧型 ドレスメーキング,テ ーラリング技術との距離と関係を,測 定 しようと

する意図であった。ただその点についていての弁解はある。文化変容を はかるさまざ

まのものさしのなかで,衣 服構造に関 しては西欧型技術との距離というものさしは,

かなり普遍性の高いものではないだろうか,と いうことである。

F-11切 りかえに特色あ り

 標準という概念についてはすでにのべた(32頁)。 切りかえの標準についての旧稿

での説明はつぎのとおりである。

 ほぼ,関 節によって区切 られる肉体の各部分に相当する衣服の各部分,前 後,運 動

量のための基本パネル,肉 体の自然の曲面に添 うための基本的ダーツ,サ イドパネル

をもつ3枚 はぎのボディス,2枚 袖。(下略)

 切りかえの特色の基本的考え方としては,そ の部分が1枚 の継ぎ目なしの布で構成

されていても,工 作的目的からは差支えないにもかかわ らず,2枚 以上の布の継ぎあ

わせになっている場合,と いうとらえかたができる。

 なお,切 りかえということば自体は,別 布の縫いあわせ(組 みあわせ)と いう意味

であるが,原 則的には構造的性格のもの,と すべきであろう。たとえば衣服に小裂れ

をアプリケ した場合,2種 類の小裂れが縫い合わさっていたとしても,そ れは切りか

えではない。点検のさい,ア プリケが大きいと,地 の布の切りかえなのか,ア プリケ

の貼りあわせなのか,見 誤 ることがあった。

 切りかえはいわゆるデザイン線でもあり,本 項はそのような意味にうけとられるお

それもあるが,主 たる目的は衣服成形の根幹である裁断 ・設計のアィディァを,こ こ

でマークすることである。

 固有属性の章で ものべたように,細 部的なデータの寄せ集めはかならず しもその衣

服の全体的イメ0ジ を,明 らかにして くれない。全体的イメージを示すもっとも端的
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な方法は,写 真,イ ラス ト等の画像情報であろうが,技 術専門家にたいしては,展 開

図を提供することも,ひ とつの方法である。'展開図には目的に応 じていくつかの種類

があるが,.ど んな方法であるにしても,各 パネルの正確なかたち,す なわち切りかえ

線が具体的に示されていないものはない。

 ここでは展開図と してふたつのタイプを例示する。図4,5は,衣 服を構成する各パ

図4 Hana HYNKOVAに よ る
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ネルの分量と,そ の位置関係を示すことがおもな目的で,衣 服形態や成形の技術,あ

るいはその造形理念といったことの文化論的論議においては,こ のようにいくぶんか

単純化された概念図が有効である。つぎの図6は,裁 縫技術者の用いる,製 作,復 元

のための設計図である。前者との大きな違いは,当 然のことながら,縫 製工作のため

の指示が綿密な点であって,い わば実施設計にあたる。標本カタログ中にもし展開図

を添付する場合には,原 則としては図4,5の タイプで十分であって,後 者はカタロギ

ス トの仕事というよりも,パ タンナーやその方面の研究者の領域に属するであろう。

図5 Maria KUNDEGRABERに よ る
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前中央ステッ≠拡大図

図6-1

図6`2

図6r3
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図6-4

        図6-5

図6 HOOOO341農 作業衣(女) タイ王国 作図 嶋 清子
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F -12 ウ エス トライ ンが切 りか え 線 に よ って 区分 され て い る

F-13肩 山線 に 切 りか え があ る

 前 記 縫 合線 の ひ とつ で,前 後 の 身 頃 を分 割 す る切 りか え で あ る

 前 後 の 身 頃 を わ けて い れ ば,肩 の稜 線 を い くぶ ん か は ず れ て いて も よ いが,カ ッタ

ー シ ャツ等 に み られ る肩 ヨー ク(は め こみ布)は 肩 山 線 で な く
,F-11のG-3と な る。

F-20 福 を用 い て い る

F-31 縫 目に 特色 があ る

 この場 合 も標 準一 特色 の対 比 は,標 準 につ いて の 規定(17頁)に した が う。

 返 し針,突 合 せ,き せ,袖 裏 等 の 二 重部 分 の布 が 縫 い あ わ され て い ない もの,な ど

が す べて 特 色 あ り とな る。 さい この 例 に 関 連 して いえ ば,民 族服 の場 合,技 術 の拙 劣

さや手 ぬ き,粗 雑 さが 特 色 と な って い る場合 が 多 いの で あ る。

F-32 ミシ ンで 縫 った 箇所 が あ る

F-40重 ね縫 い一 全 体 あ るい は一 部 分 で,2枚 か それ 以 上 の布 を 縫 い重 ね て い る

   各 種 の 接着 剤,鋲 な ど,接 着 方 法 は問 わ な め

 布 を何 枚 か 重 ね あ わ せ る こ とは,一 般 に は構 造 を補 完,補 強 す るの 力泊 的で あ り,

そ の 場合 は副 構 造 の ひ と つ で あ る。 各 種 の 芯 地,裾 や衿,袖 口な ど の折 返 し,見 返 し,

比 翼 等 が これ に ふ くま れ る。                 一

 た だ し袷,綿 いれ は,そ れ 自体 が 目的 で あ る とかん が え るべ きだ ろ う。

 な お,縁 の 始 末 の た めだ けの ご くわ ず か な折 返 しや ウ エス トな ど の紐,ゴ ム通 しは,

除 外 して い る。

F-46 カ ラ ーが あ る

 旧稿 で は,ネ ックオ ープ ニ ン グの タ イ プ,カ ラ ーの タ イ プを,KG項 に記 載 す る こ

とに な って い た。 しか しこの 両方 と も,未 だ に 満 足で き る タ イ プ区分 が で き なか った

た め,ネ ック オ ー プ ニ ン グ項 は けず り,カ ラーあ り と して この項 の み 残 した 。

 こ こで い うカ ラー と は,衿 の縁 の 始 末程 度で は な く,お よそ の見 当で1cm以 上 の

幅 を もつ 余分 の 構 造 物で あ る。

F-47袖 がつ いて い る(→KG セ ッ トイン 風 か否 か の 判 断)

 袖 の定 義を こ こで は,衣 服 の,腕 を つつ む部 分 とす る 。

 こ う した当 り前 の よ うな定 義を して お く必 要 があ るの は,先 端 の ふ さが った,つ ま

り手 先 の 出な い 袖 に しば しば で あ うた めで あ る 。

 袖 桁 が 長大 で,手 先 に 余 る袖 と い う もの は,歴 史 的 に も民 族 的 に もめず ら しくな い

が,袖 先 が閉.じて い る もの の 場合 は,[H105908 頭 覆 い 中 国]と あ るよ うに,衣 服
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の袖 で は な く,単 に袖 状の 飾 りが つ い て い るに す ぎな い,と み られ や す い 。 しか しな

が ら袖 につ い て の 技術 上の も っ と も大 きな関 心 は,袖 先 で は な く袖 つ け の構 造 に あ る。

そ の 意 味か らは 実 際 に手 が通 せ る と否 とに か か わ らず,こ う した 事 例 も袖 あ り とす べ

きで あ ろ う。 そ の 意 味で はむ しろ,袖 つ けあ り,と した方 が よい か も しれ な い 。

 セ ッ トィ ンス リー ブ につ い て は,現 在 の洋 裁 の 考 え方 と違 う こ とを,旧 稿 で も こと

わ って い る。Set-in COIIarな どと い うい い か た もあ り,英 語 で は ほん らい単 に"と り

つ け る"と い う程 度の 意 味 で あ る と お もわ れ る。 こ こで もと りつ け か た の方 法 にふ み

こまず,ノ ー マル セ ッ トイ ンス リー ブ,す なわ ち身 頃 と袖 とが,肩 関 節 に相 当 す る と

ころで 接 合 され て い る,と い う こ との指 摘 を す るま でで あ る。

F-48 曲 線裁 ちの 部分 が あ る

 布 を 曲線 に 裁 って縫 いあ わ せ る こと の主 た る 目的 は,平 らな布 を 曲面 体で あ る人 体

に添 わ せ るた めで あ る。 しか しそ れ が 曲線 に 裁 つ 目的 のす べ て で は な く,お そ ら くは

単 に 誘 目的 意図 か ら,袖 を,脇 線 を,裾 線 を,曲 線 に裁 つ 例 もす くな くな い は ずで あ

る。 予 備 属 性 表 の 段階 で は 「体 形 に添 った裁 断」 とtた こ と もあ った が,製 作 意図 を

推 しはか る こと は 避 け る,と い う原則 か ら,こ の よ うに した 。

しF-49 ダ ー ッが あ る

 ダ ー ツ は現 代 洋 裁 で な ら,ふ く らみ を もたせ るた めに つ ま ん で 縫 った もの,と 定 義

で き るが,北 方 系 の,と くに皮 革 工 作 に 多 い ま ぎ らわ しい 事 例 の あ る こ とを 考 え に い

れ,補 綴 の雑 な方 法 と して のつ ま み縫 い も,こ れで マ ー クす る。

 部 位 は ダ0ツ の 出発 位 置 と す る。

F-50 特 定 部分 以 外 にあ き,切 れ 目があ る

 特 定 部分 と は,ネ ッ クオ ー プ ン グ,袖 口,裾 口,展 開 衣 に お け る その ひ らい た と こ

ろで あ り,あ きの 種 類 に は,縫 いの こ し,切 りこ み,穴 あ け など があ る。 ほ ころ び は

D-44の い た みに い れ るが,縫 いの こ し とは っき り区 別 しに くい もの は,こ こで もマ

ー クす る。 ワ ン ピース の脇 明 け な どは は い らな いが,あ きみ せ は
,マ0ク す る。

 これ らの基 準 も,現 代 の裁 縫 の パ タ ー ンメ ー キ ン グの 標 準 に したが う。

 な お い くぶん べ つ の 問題 であ るが,あ き,切 れ 目が 非 常 に 多か った り,さ らに は 小

裂 れ や紐,あ るい は布 以外 の小 もの を 多数 よせ 集 め,つ な ぎ あわ せ る等 の構 造で,そ

の た め に全 体 の 形 態 が つ か みに くい衣 服 があ る(写 真2,3)。

 この場 合 の 形 態 マ ー ク はC-6と す る か,も し くはそ の小 部 分 の あつ ま りを機 能 的 に

あ る0定 区画 の 面 積で ま と めて と らえ,そ の 区 画 内で のあ き はな い もの と仮 定 して 形

態 マ ー クを あ た え るか の ど ち らか の方 法 に よ る。 た だ し い ず れ に して もF-50項 に は
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写真2 ガーナ西部,ア シャンテ ィ族の母親と少女

マ ー クす る。

F-59 肩 傾 斜 があ る

F-60袖 山 に いせ があ る

 いせ はD-53の 現 象 を,人 為 的 に加 工 した もの で あ る。 袖 つ け だ けに 行 な う もので

は な い が,袖 つ けへ の応 用 が西 欧 型 衣 服工 作 の 中で も,と くに 重要 な技 巧 の ひ とつ で

あ る,と の認 識 に 立 って い る。

 袖つ け のい せ と ギ ャザ リング の境 界 は微 妙で あ るた め,今 回 は 特定 の ひ と りの チ ェ

ッカ ーの視 認 で の 判 断 に 委 ね ざ る をえ な か った。

F-61袖 山,ウ エ ス トゾ ー ン以 外 に,ギ ャザ ー,タ ック,プ リー一.ツが あ る 。

 ギ ャザ ー,プ リー ツ とは,布 を 寄せ て た た ん だ もので,プ リーツ は,そ の折 目 が規

則 的 に 並 列 した もの,と す る。
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写真3 北 イエメン,オ バ ーヘ レロ族の女性

 タ ック と は,布 を た た んで その 一 部 、 ま た は全 部 を 固 定(縫 い つ け)し た もの で あ

る。

 F-61の 場 合,こ の 方 法 に よ って と くに 衣服 化 加 工 の線 に 添 う,立 体 構 造 的 効 果 を

あ らわ して い る点 が,i>52と の相 違 で あ る。

 布 端 の 折 り返 し処 理 の よ う に,布 自体 の 状態 保 持 を 目的 とす る もの は,こ れ も一 種

の タ ックで あ るが,特 殊 な もの はF-72と し,標 準 的 な 方法 に よ って い る もの は マ ー

ク しない 。

F-62 袖 山に ギ ャザ ー等 が あ る

F-63 ウ エス トゾ ー ンに ギ ャザ ー等 が あ る

F-72 袖 口,裾,縫 合 せ部 分 等 の布 は しの処 理,縫 代 に 特 色 が あ る

 原 則 は,素 材 も し くは構 造 体 の保 持 的加 工の 範 囲 を,越 え るか 越 え な いか で あ るが,

具体 的 に は この場 合 も,現 代 の 裁 縫 技術 の 標準 に した が う。 た とえ ば パ イ ピン グ や ロ

ック ミシ ンが け はあ た り まえ とみ る,と い うふ うに。 民 族 服 の 場 合 は む しろ,保 持 的

加 工 の な い もの,つ ま り布 端 が 裁 ち切 りの もの,耳 を布 端 と した もの,端 を 表 へ 折 か

え した もの な ど の例 が 多 い 。 も ちろん これ らはマ ー クの 対 象 に な る が,縫 代 の 裁 ち切
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りはマ ー ク しな い 。 な お縫 代 の 幅 の標 準 値 は,素 材 や組 織 が 特殊 な もので な いか ぎ り,

lcm幅 あ れ ば構 造上 は安 全 とみ て,1.5cmま で と した 。

F-73布 を つ ま み,ま た はた た ん で 縫 い つ け た部 分 が あ る。

 この 表 現 で あ る とタ ック と区別 が で きな い が,こ の 項 目の ね らい は,身 丈 や 袖桁 を,

揚 げに よ って 調 節 す る方 法 の 有 無 を,マ ー クす る こ とで あ る。

F -74布 目の扱 いに 特 色 が あ る

 縦 ・横 地 の 悼 い か た につ い て も,裁 縫 の標 準 に した が う。 した が って 袖 横 地 使 い も

特 殊 な もの とみ な い。

 バ イヤ ス 布 の 扱 い につ いて は,バ イ ヤス 自体 は特 殊 とかん が えず,当 然 使 うべ き と

ころ以 外 に 使 って い る場 合 の み,マ ー クす る。

F-75 身 頃 が打 ちあ わ せ

 展 開衣 の 前 身 頃 が,突 きあ わ せ か 打 ちあ わせ か は,興 味 あ る文化 論 的 問題 を背 負 つ

て い る。 この 点 は旧 稿 で か な り詳 細 に論 じて い るの で,く りか え さ な い。

 打 ちあ わ せ か 突 きあ わせ か を,今 回 は 固定 的留 め具 の 位 置 で か,あ る い は標 準 ボ デ

ィ3)に 着 装 させ た 状 態で の,ま え の 重 な りか た,と い う条 件 か ら判 断 した 。 シ ン グル

ブ レス トの ボタ ンを留 め るだ けの か さな りは,打 ちあ わせ と は み な い。

F-76 固定 的 な留 め具 を もつ

F-77 非 固定 的 な留 め具 を もつ

 このふ た つ の 項 目は,衣 服 の もつ 構 造 的 な,体 型 へ の フ ィ ッ ト性 を 問題 と して い る。

した が って こ こで 固定 的 と い う意 味 は,そ の 留 め具 を も ちい る こと に よ って,衣 服 の

ボ リ ュー ム と,と きに は外 観 が 固定 され る,と い う こ とで あ る。 ボ タ ン,各 種 の フ ァ

ス ナ0はF-76を 代 表 し,帯 の た ぐい はF-77を 代 表 す る 。 つ け紐 類 は ど ち らつ か ず で

あ るが,紐 の長 さに よ って,お よ その 判 断 が で きる。

F-78 形 を 支持 す る た めの,べ つ の構 造 体 を もつ

 あ た ら し くも うけ た 項 目で あ る。 べ つ の構 造 体 と いう の は,肩 パ ッ ド,袴 な ど にい

れ る板 芯,パ ニ エ,ク リノ リン な ど が その例 で あ る。 この 項 目で は,べ つ の構 造 体,

と い うい いか た に,い くぶ ん か問 題 があ ろ う。 標 本 整 理 の うえ か らは,別 の番 号 を も

つ構 造体 が存 在 し,こ の衣 服 は必 要 な と きに そ れ と組 合 せ て(付 け て,は め て)着 装

す る,と い うの が原 則 で あ る が,実 際 に は と りつ け てあ る もの が多 い 。

F-79左 右 が 非 対象 で あ る

 この項 目で は構 造 上 の左 右 ア ンバ ラ ンス をマ ー ク し,和 服 の 打 ち あ わせ の よ う な,

 3)使 用 ボデ ィは,YONEMIYA Whity 41-85 J.
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着装外観のアンバ ランズはとらない。

 しかし一般には上前 ・下前は固定的であり,構 造もそれにともなうことがふつうで

ある。

 G項 部位マーク

 ここでいう人体の部位は,人 体そのものの部位ではなく,衣 服としての,各 部分の

相互関係のうえでとらえられるものである。

 たとえば腕にたいする袖,胴 体にたいする身頃といういいかたも,ほ ん らいそうし

た観点からつけられた呼名であろう。

 本項ではそういう呼名ではなく,上 肢,躯 幹部という,人 体の部分名に即 した名称

をもちいたのは,袖,身 頃,と いう呼名がかならずしも衣服の全体にわたって存在せ

ず,.ま ぎらわ しいためである。

 つぎに例を示す。

F-50の 場合 身 八 つ 口       F-50,G-4, G-7

袖 下 あ き       F-50,G-5

脇 ス リッ ト      F -50,G-7, G-11

C-4に 入 らな い脇 あ き F-50,G:7

前 ・後 あ き(C-1,21に つ い て)F 一らO, .G-10

 KG項 (kcyword general) 自然 語,統 制語 に よ る注記

 以 上 の各 項 目で の説 明 を補 うた め に も う けた 項 目で あ る。 統 制語 で記 入 す る の は,

今 回 の場 合,布 幅,紋 様 名,袖 の3種 にす ぎ ない 。 旧稿 で は ネ ックオ ー プ ニ ング やカ

ラー,袖 の ス タ イル な ど,9種 の統 制語 記 入 項 目があ った 。 多 くの 専 門家 の協 力 の も

と に討 議 をか さね た に もか かわ らず,そ れ らの項 目に つ い て の 満足 な シ ソー ラス が,

今 回 の カ タ ロ グ の まに あ わ な か った こ と は,遺 憾 で あ る。

 チ ェ ッカ ー の記 入 した 自然語 の う ち,カ タ ロ グに と りい れ た の は,検 索 者 に と って

有 用,と 判 断 され た もの の み で あ り,省 略 した ものの なか には,た とえ ば く 表裏 地 間

に糸 くず 〉 〈 ミジ ン不 調 〉 〈 ウエ ス トに ゴ ム入 り〉の よ うな例 が あ る。
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1-6.あ と が き

1-6-1.分 析 作業 に関 して のメ モ

本標奉カタログの作成の経過は下記の通りである。

第一次点検開始

第一次点検終了

第二次点検開始

第二次点検終了

第三次点検開始

第三次点検終了

   入力開始

第四次点検開始

1982年09月.

   12月

1983年04月

1984年04月

1984年04月

1987年10月

ユ988年0タ月

1989年04月

1,500点  予備属性表作成

1,100点  '84年属性表作成

      「衣服標本属性論」発表

2,000点  '87年 属 性 表作 成

 民博服装 シソ0ラ ス共同研究会における,通 文化衣服形態区分試案発表

          1990年03月

 第四次点検終了  1990年03月 1,100点(詳 細)

               3,200点(形 態)

          → 『固有属性分析による衣服標本カタログ』発表

点検協力者

第一次

第二次

第三次

伊藤ひろみ

出雲三起子

守安由紀子

奥田雅子

酒井真弓

守安由紀子

奥田雅子

嶋 清子

素材分析責任者 松下知子

属性表検討助言者

     嶋 清子

     高橋晴子

第四次 川端澄子(梅 花短期大学)

    北由典子(金 蘭短期大学)

    篠原和子'(金蘭短期大学)

    吹田和子(松 蔭女子学院短期大学)

    藤田公子(相 愛女子短期大学)

    松下知子(金 蘭短期大学)

    山本昌子(夙 川学院短期大学)

    横川公子(金 蘭短期大学)

    奥田雅子

(SHIMAフ ァッション研究所)

(大阪樟蔭女子大学)
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      森本千代子(神 戸ファツション専修学校)

      野中 翠  (マロニエファッションデザイン専修学校)

 なお,点 検作業については,本 館調査員宇野文男,標 本資料係長宇治谷恵,標 本整

備係長飯島善明の諸氏をはじめとする収蔵庫のみなさんに,ご 協力いただいてきた。

また現地衣服名のカナ表記にかん しては,大 壕和夫,桑 原文子の両氏にご教示を賜わ

り,最 終的な原稿の整理は,中 洲美加子さんにご負担をかけた。あわせて,感 謝の意

をあ らわ したい。

 1-6-2.資 料 出 典

写 真1

 2,3

図4

 5

HUTCHINSON, Walter Custom of the World, 

       Hutchinson & Co., (London) n.d. 

JOHNSTON, Harry The Living Races of Mankind, vol. 2, 
       Hutchinson & Co., (London) n.d. 

HYNKOVA, Hana Mezulan A Mezulanky V Oblasti Orlickych Hor, 

      Cesky lid 46 (1959)  p103, 113, 

 KUNDEGRABER, Maria Die Gottscheer Frauenfesttracht,  ein Relikt mittel-
      alterlicher Mode, 

      Historische Waffen-und-Kostumkunde v. 3, Folge 12 (1970)  p19, 31,

6  嶋 清子

 1-6-3.文  献

カ ルダ ー ノ,ジ ェ ロ ラモ

 1643(1989)「 わ が 人 生 の 書 」 青 木 靖 三,榎 本 恵 美 子 訳 社 会 思 想 社CARDANO,

     Gerolamo, De propria vita liber.

大丸 弘

 1985 衣 服 標本 属 性 論 一MCD標 本 シ ソー ラス 『国 立民 族 学博 物 館 研 究報 告 』9(3):533-

     570^

1988 Conservation of Aesthetic Ideals of Garments. The Museum Conservation of 
      Ethnographic Objects, Senri Ethnological Studies, No. 23:177-204.

江坂輝弥,渡 辺 誠

  1988 装身具 と骨角製漁具の知識 東京美 術。

ぎょうせい

  1981 現 代百科事典 ぎょうせい。

平凡社

  1984 大百科事典 平凡社。

 Musee de l'homme 
   1981  Systeme descriptif du  vétement,  Musee de  l'homme  (Paris).

50


